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　埼玉県環境基本条例（平成６年１２月制定）は、環境保全分野
の基本法である環境基本法（平成５年１１月制定）との整合を図
りながら、本県における環境の保全及び創造に関する取組の基
本的な方向と枠組みを示したものです。
　この環境基本条例に基づき、平成８年３月に初めて埼玉県環
境基本計画を策定し、令和４年度から８年度までの５年間は、
第５次埼玉県環境基本計画として、施策等を掲げています。
　計画の実効性を担保するため、計画内で設定している数値目
標（指標）のうち、３つの数値目標について、令和７年３月に
見直しを行いました。

埼玉県環境行政の体系第１節

第１章 環境行政の総合的推進

「埼玉県環境基本条例（前文）」
　人は、豊かな自然の恵みの下に、その生命をはぐくみ、活力あ
る今日の社会を築いてきた。
　しかしながら、便利さや物質的な豊かさを求めて様々な資源や
エネルギーを大量に消費する社会経済活動は、自然の再生能力や
浄化能力を超えるような規模となり、その結果、すべての生物の
生存基盤である地球の環境を脅かすまでに至っている。
　武蔵野の雑木林や荒川の清流に代表される豊かな自然に恵まれ
た私たちの埼玉でも、人口の集中や産業の集積により、活発な社
会経済活動が展開される一方、多くの自然が失われ、都市・生活
型公害＊が拡大するとともに、廃棄物＊の問題が深刻化しつつある。
　もとより、私たちは、健康で文化的な生活を営む上で必要とさ
れる良好な環境を享受する権利を有するとともに、その環境を将
来の世代に引き継ぐべき責務を有している。
　私たちを取り巻く環境は、すべての生命をはぐくむ母胎であり、
大気、水、土壌及び様々な生物の微妙な均衡と循環の下に成り立
っている。私たちは、このことを深く認識し、健全で恵み豊かな
環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない持続的に発展すること
ができる循環型社会＊の構築を目指していかなければならない。
　私たちは、共に力を合わせて環境の保全及び創造を推進し、水
と緑の豊かな埼玉をつくるため、ここに、この条例を制定する。

環境分野の法令・計画の相関図

整合 整合

環 境 基 本 法環 境 基 本 法
【関連法】
大気汚染防止法
水質汚濁防止法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
地球温暖化対策の推進に関する法律
自然環境保全法　　　　　　　　　　等

埼玉県環境基本条例埼玉県環境基本条例
【関連条例】
埼玉県生活環境保全条例
埼玉県地球温暖化対策推進条例
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例
埼玉県自然環境保全条例　　　　　　等

埼玉県５か年計画埼玉県５か年計画

【関連計画等】
埼玉県土地利用基本計画
埼玉県農林水産業振興基本計画 等

埼玉県環境基本計画埼玉県環境基本計画

【法令に基づく分野別計画等】
埼玉県地球温暖化対策実行計画
埼玉県廃棄物処理基本計画
埼玉県広域緑地計画　　　　　　　　等

都市・生活型公害
ハイライト表示
大都市地域を中心とする自動車などからの排出ガスによる大気汚染、生活排水による河川の汚濁、近隣騒音等の公害のこと。

廃棄物
ハイライト表示
その物を占有している者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要となった物をいい、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油などの固形状又は液状のものをいう。廃棄物は、主として家庭から発生する生ごみなどの一般廃棄物と、主として工場から発生する汚泥や、建物解体現場から発生する木くず、がれき類などの産業廃棄物の二つに大別される。

循環型社会
ハイライト表示
製品などが廃棄物になることを抑制し、それらが収集・廃棄されたときに有用なものを循環的に利用し、循環的利用ができないものは適正に処分して天然資源の消費を抑制し、環境負荷を低減する社会をいう。
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　この計画の推進・管理については、事業の推進・調整、事
業の実施、事業の把握・評価、事業の改善というPDCAサイ
クル（Plan→Do→Check→Action）を実施しています。
　計画の進捗状況の評価は、埼玉県環境審議会に報告すると
ともに「環境の状況に関する年次報告書」により県議会に報
告しています。また、環境白書及び県のホームページを通じ
て、県民に広く情報の公開・周知を行っています。

第５次埼玉県環境基本計画体系図
長期的な目標 施策の方向

Ⅰ　温室効果ガス＊排出実質ゼロとする脱炭素社会＊、持続的
な資源利用を可能とする循環型社会づくり

１ 気候変動対策の推進
２ 資源の有効利用と廃棄物の適正処理の推進

Ⅱ　安心、安全な生活環境と生物の多様性が確保された自然
共生社会づくり

３ みどりの保全と創出
４ 生物多様性＊と生態系＊の保全
５ 恵み豊かな川との共生と水環境の保全
６ 安全な大気環境や身近な生活環境の保全

Ⅲ　あらゆる主体の参画による持続可能な社会構築のための
産業・地域・人づくり

７ 経済との好循環と環境科学・技術の振興
８ 地域資源の活用や交流・連携による地域づくり・人づくり

計画推進・管理システム

県議会

県環境
審議会

県　　民

計画管理（Check・Action）計画推進（Plan・Do）

自己評価、改善を踏まえ、事業実
施方法に反映

事業の推進・調整
評価を踏まえて目標達成に向け、
必要な見直し、改善

事業の改善

指標の達成状況を把握し、施策の
達成状況を評価

事業の把握・評価

指標の達成に向け、事業を実施

環境基本計画に基づく
事業の実施

意見・提言

報告・公表

年次報告書
環境白書
ホームページ

埼玉県環境基本計画の推進・管理システム第２節

温室効果ガス
ハイライト表示
太陽放射により暖められた地表面の熱が宇宙に逃げるとき、その一部を吸収して温室のように地球を暖める性質を持つ気体。地球温暖化対策の推進に関する法律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の7種類が温室効果ガスとして定義されている。大気中の濃度が増加することで地球の平均気温の上昇（地球温暖化）をもたらす。

脱炭素社会
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による吸収量との均衡（実質的な排出量ゼロ）が達成された社会。

生物多様性
ハイライト表示
生き物たちの豊かな個性とつながりのこと。生物多様性条約では、生物多様性を「全ての生き物の間に違いがあること」と定義し、生態系の多様性、種間（種）の多様性、種内（遺伝子）の多様性という3つのレベルでの多様性があるとしている。

生態系
ハイライト表示
植物、動物などの生物とそれらを取り巻く大気、水、土などの無機的な環境を総合した系（システム）。生態系は動物・植物の再生産や、水や大気を循環させる仕組みを持っており、人間は食料・水・木材など様々な恩恵を受けている。
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１　埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）
　「２０５０年カーボンニュートラル＊宣言」を令和５年３月に行い、国の「地球温暖化対策計画」等を踏まえて策定した「埼玉県地球温

気候変動対策の推進第１節

指標 目標設定時 直近値 最終目標値

温室効果ガスの排出量削減率
（平成２５年度比）

１２％＊１
（H３０年度）

１９.６％
（R４年度）

３５％
（R８年度）

新車（乗用車）販売台数における
電動車の割合

３９.９％
（R元年）

６３.５％
（R６年）

５６.０％
（R８年）

Ⅰ　温室効果ガス＊排出実質ゼロとする脱炭素社会＊、持続的な資源利用を可能とする循環
型社会＊づくり

第２章 環境の状況と対策

＊１ 策定時に判明していた暫定値であり、確定値は１１.８。ただし、各種統計データの年報値の修正、算定方法の見直し等により、再計算される場合がある。

目標と進捗状況

主な実施施策

温室効果ガス
ハイライト表示
太陽放射により暖められた地表面の熱が宇宙に逃げるとき、その一部を吸収して温室のように地球を暖める性質を持つ気体。地球温暖化対策の推進に関する法律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の7種類が温室効果ガスとして定義されている。大気中の濃度が増加することで地球の平均気温の上昇（地球温暖化）をもたらす。

脱炭素社会
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による吸収量との均衡（実質的な排出量ゼロ）が達成された社会。

カーボンニュートラル（CN）
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による吸収量を均衡させる（実質的な排出量をゼロにする）こと。

循環型社会
ハイライト表示
製品などが廃棄物になることを抑制し、それらが収集・廃棄されたときに有用なものを循環的に利用し、循環的利用ができないものは適正に処分して天然資源の消費を抑制し、環境負荷を低減する社会をいう。
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暖化対策実行計画（第２期）」（令和５年３月改正）に基づき、地球温暖化対策を総合的に推進しています。本計画では、令和１２年度に
おける県内の温室効果ガス排出量を平成２５年度比で４６％削減する目標を掲げており、令和４年度に県内から排出された温室効果ガスは、
３,７８２万トン－CO2で、基準年度（平成２５年度）と比べて１９.６％減少しました。

２　再生可能エネルギー＊の普及拡大
◆太陽光やバイオマス＊、地中熱などの再生可能エネルギーの普及拡大
（１）家庭への再エネ活用設備の導入支援等
　太陽光により発電した電力の自家消費を促進するため、太陽光発電設備、太陽熱利用システム、蓄電池を導入する家庭を対象に、令
和６年度は、２,５１９件、３億３,８８１万円の補助金を交付しました。また、令和５年度に再エネ活用設備等の安心・安全な施工等に取り組
む事業者を県が認定し広く県民に周知する制度を設け、令和６年度末までに２７４事業所を認定しました。
　さらに、太陽光パネルメーカー８社と協定を締結し、安心・安全な施工や県民への丁寧な対応を図るなど、官民連携により住宅用太
陽光発電設備の普及に取り組むとともに、住宅用太陽光発電設備の導入から廃棄までの安心・安全な利用を促進するため、電気工事工
業組合と連携し、太陽光発電の導入やメンテナンスに関する県民からの相談に対応しました。

（２）バイオマスエネルギーの導入促進
　「埼玉県農山村バイオマス利活用推進計画（平成３０年２月改訂）」に基づき、家畜排せつ物、事業系食品残さ、農業集落排水汚泥、製
材工場等残材、稲わら・麦わら・もみがらなど農山村に広く賦存するバイオマス資源について、再生可能エネルギーも含めた利活用促
進を図っています。
　元荒川水循環センターと中川水循環センターでは、下水汚泥＊を消化槽で微生物に分解させる際に発生するバイオガスによる発電事
業を実施しています。

◆再生可能エネルギー施設の適切な設置・管理
　太陽光発電施設に関する条例等制定に向けた助言、講習会の実施、不適正な施設等に関する相談への対応など、市町村への支援を通
じて、法令等を遵守し、地元の理解を得た上で、適正な太陽光発電施設の設置が図られるよう取り組んでいます。また、一定規模以上
の太陽光発電施設を対象とした実態調査を行うとともに、事故や法令等の違反があった場合には、事業者に対する適切な措置を経済産
業省に要請しています。

再生可能エネルギー
ハイライト表示
太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマスなど、永続的に利用することができるエネルギーの総称。

バイオマス
ハイライト表示
間伐材や麦わら、家畜の排せつ物など生物由来の再生可能な有機性資源。

下水汚泥
ハイライト表示
下水道終末処理場内の水処理施設で、汚水から汚れを沈殿させたもの。下水汚泥は処理場内の汚泥処理施設で濃縮・脱水された後、焼却され灰はセメント原料としてリサイクルされるほか、一部は固形燃料に加工されるなど有効利用されている。
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◆非化石証書＊の活用による再生可能エネルギー
の地産地消＊の推進

　県内で生み出された再生可能エネルギーの環境
価値を県内事業者に供給するため、非化石証書を
活用した「彩の国ふるさとでんき（埼玉県産CO2
オフセット電力メニュー）＊」等により再生可能
エネルギーの地産地消を推進しています。

◆災害時に活用可能な太陽光発電設備等の導入支
援
　エネルギーの効率的な利活用や地域のエネルギ
ーレジリエンス＊の強化を図るため、太陽光発電
設備及び蓄電池を導入する事業者を対象に、令和
６年度は、７件、６,２７２万円の補助金を交付しま
した。

３　エネルギーの効率的な利用の推進
◆コージェネレーションシステム＊や燃料電池＊の導入の促進
　エネルギーの効率的な利活用や地域のエネルギーレジリエンスの強化を図るため、コージェネレーションシステムを導入する事業者
を支援しています。

◆ IoT技術を活用した分散型エネルギー＊の効率的な利用の推進
　地域における分散型エネルギーの効率的な利用の推進に向けて、エネルギーリソースとしての太陽光発電設備や蓄電池のほか、IoT
を活用したエネルギーマネジメントシステムの導入を促進しました。
　また、環境科学国際センターに太陽光発電設備や蓄電池等を設置するとともに、福祉避難所に指定されている騎西特別支援学校へ災
害時に電力供給するための自営線を敷設しました。

図１―１　再エネ環境価値の地産地消モデルの全体像

非化石証書
ハイライト表示
太陽光発電や風力発電など、地球温暖化の原因となるCO2を出さない電気が持つ「非化石価値」を証書化し取引可能な形としたもの。

地産地消
ハイライト表示
もともとは地域で生産された農産物を地域で消費することをいう。
エネルギーについても、地域で必要とするエネルギーを太陽光や太陽熱などの再生可能エネルギーの活用などによって地域で生み出し利用することをいう。

彩の国ふるさとでんき（埼玉県産CO2オフセット電力メニュー）
ハイライト表示
県内の事業者向けに、県内のFIT発電所で発電された電力や卒FITを迎えた家庭から生まれる余剰電力で生み出された再生可能エネルギーの環境価値を、非化石証書として活用した実質CO2フリーの県産の電力メニューのこと。

レジリエンス
ハイライト表示
英語で、「強靱さ」を意味する言葉。地域においては、災害などの突発的な変化や平常時の重圧に対して、より着実に耐久し、適応するための能力とされる。

コージェネレーションシステム
ハイライト表示
都市ガス、石油、LPGなどを燃料として、エンジン、タービン、燃料電池などの方式により発電し、その際に生じる廃熱も同時に回収・利用するシステム。回収した廃熱を利用することにより、エネルギーの効率が高くなる。

燃料電池
ハイライト表示
燃料である水素と酸化剤を外部から供給しつつ反応させて電気を取り出すタイプの電池。燃料電池の用途は幅広く、燃料電池自動車から家庭用の燃料電池、また、移動体用途としては、バス、船等がある。

分散型エネルギー
ハイライト表示
比較的小規模で、かつ、様々な地域に分散しているエネルギーの総称。太陽光やバイオマスなどの再生可能エネルギーやコージェネレーションシステムなどがある。
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４　産業・業務部門における温室効果ガス排出削減対策の推進
◆「地球温暖化対策計画制度」の円滑な運用
　産業・業務部門の事業活動に伴う温室効果ガスの着実な削減を進めるため、本県では平成２２年度から地球温暖化対策計画制度を導入
しています。本制度は、エネルギーの使用量が一定以上の事業者が、温室効果ガスの排出量を削減するための計画を作成し、実施状況
を県に報告いただくとともに、県がその状況を公表することで、事業者の自主的かつ計画的な対策の実施を推進するものです。令和６
年度は、７９３事業者が地球温暖化対策計画を作成し、温室効果ガスの削減に取り組みました。

◆「目標設定型排出量取引制度＊」の推進
　本県では目標設定型排出量取引制度を導入し、産業・業務部門の
CO2の排出削減を推進しています。対象事業所ごとの基準排出量に
対して、第１削減計画期間（平成２３～２６年度）では業務ビル等で８
％、工場等で６％、第２削減計画期間（平成２７～令和元年度）では
業務ビル等で１５％、工場等で１３％の目標削減率を設定し、CO2の削
減を推進しました。
　第３削減計画期間（令和２～６年度）では、業務ビル等は２２％、
工場等は２０％に目標削減率を引き上げ、更なるCO2の削減を推進し
ています。令和５年度においては、対象事業所全体で４２％のCO2が
削減されました。
　第４削減計画期間（令和７～１１年度）からは購入した電気の発電電力量当たりの温室効果ガス排出量を示す排出係数を変動とし、事
業者による再生可能エネルギーなどの低炭素電力の利用を促進する制度とし、目標削減率を業務ビル等は５０％、工場等は４８％に引き上
げました。
　また、地球温暖化対策の推進に特に優れた５事業所を優良大規模事業所として認定しています。

◆事業活動における省エネルギー対策など脱炭素化に向けた取組の促進
　空調・ボイラー等の設備の高効率化や蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備の導入等に取り組む中小企業に対し、令和６年度は、国
の交付金も活用し、８１６件、１６億２,５０２万円の補助を行うとともに、低金利融資制度を行う金融機関に対し利子補給を行いました。
　また、専門事業者及び省エネナビゲーターによる省エネ診断を、４７事業所で行いました。

※基準排出量とは、過去の排出実績等を基に事業所ごとに設定された排出
削減の基準となる値です。原則として、平成１４～１９年度のうち連続する
３年間の排出実績の平均値から算出しています。

事業所数 ５年度排出量
（万トン－CO2）

基準排出量に
対する削減率

基準排出量
（万トン－CO2）

第１区分
（業務ビル等） １６８ １０６ ３９％ １７３
第２区分
（工場等） ３９６ ５０１ ４３％ ８７１

合計 ５６４ ６０６ ４２％ １,０４４

表１―１　令和５年度の大規模事業所のCO2排出量の状況

目標設定型排出量取引制度
ハイライト表示
エネルギー使用量が3か年度連続して一定以上の事業所を対象に、事業所ごとにCO2排出削減目標を設定し、目標達成を求める制度。目標の達成に、他者の削減量、再生可能エネルギー及び森林吸収量等を利用（排出量取引）できる。
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図１―２　エコライフDAY＆WEEK

◆「建築物環境配慮制度＊」の運用などによる低炭素建築物の普及拡大
　埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく「建築物環境配慮制度」により、建築物の省エネルギー化等の総合的な環境配慮の取組を促
しています。その中で「特定建築物環境配慮計画」の提出を義務付けており、令和６年度は２０６件提出されました。
　さらに、分譲マンションを対象とした「環境性能表示制度＊」により、販売広告への環境性能表示と県への届出を求めており、令和
６年度は３４件届出がありました。

５　家庭部門におけるライフスタイルの転換
◆住宅の省エネルギー対策の実施
　埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく「家電製品省エネ情報提供制度＊」の運用による販売店における家電製品への省エネラベル
の表示等により、購入者は価格や機能だけでなく、
省エネ性能の観点から製品を選択できるようになり
ます。
　これにより、省エネ家電製品の普及拡大を図り、
家庭から排出されるCO2の抑制を推進しています。
また、住宅用省エネ設備である家庭用燃料電池＊（エ
ネファーム）を導入する家庭を対象に、令和６年度
は５４４件、５,４４０万円の補助金を交付しました。
　加えて、環境に配慮した住宅の普及を支援すると
ともに、低炭素建築物認定制度＊により省エネルギ
ー性能の高い住宅の普及を促進しており、令和６年
度は２０件認定しました。

◆脱炭素社会の実現に向けたライフスタイルへの
転換

　冷暖房の使用によりエネルギー使用量が増える夏
と冬に「エコライフキャンペーン＊」を行い、県民、
事業者に幅広く省エネへの取組を呼びかけました。

建築物環境配慮制度
ハイライト表示
埼玉県内の建築物で、延べ面積の合計が2,000㎡以上の新築等する場合に、建築主に「特定建築物環境配慮計画」の提出を義務付けている。この特定建築物環境配慮計画については、「CASBEE（建築環境総合性能評価システム）埼玉県」による自己評価結果（環境性能）の添付を求めるとともに、その概要を公表している。
なお、さいたま市及び川越市は、独自条例を運用しており、本制度の対象外。

環境性能表示制度
ハイライト表示
特定建築物環境配慮計画書の提出を行った分譲マンションについて、「CASBEE（建築環境総合性能評価システム）埼玉県」による自己評価結果（環境性能）を販売広告に表示する制度。

家電製品省エネ情報提供制度
ハイライト表示
省エネ型の電気機器等の普及促進を目的として、埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき、一定規模以上の電気機器等販売事業者に対し、省エネルギー性能の表示や説明など、販売する電気機器等の省エネ情報を購入者に提供するよう義務付ける制度。

家庭用燃料電池
ハイライト表示
都市ガス・LPガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて電気と熱を発生させ、利用するコージェネレーションシステム。利用段階で反応物として水しか排出せずクリーンであり、また、化学反応から電気エネルギーを直接取り出すためエネルギーロスが少ない。電気と熱の両方を有効利用することで、更にエネルギー効率を高めることが可能になる。

低炭素建築物認定制度
ハイライト表示
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、市街化区域内で建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等の計画の認定を行う制度。

エコライフキャンペーン
ハイライト表示
県民の地球温暖化問題への関心を喚起し、脱炭素社会の構築に向けたライフスタイルへの転換を促進するため、冷暖房時の室温を夏は28℃、冬は20℃にしても快適に過ごせる服装の工夫や取組を促すライフスタイル「クールビズ」、「ウォームビズ」などの実践を夏と冬に県民や事業者に呼びかける県民運動。
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図１―３　漫画で学ぶ地球温暖化副読本

　その一環として、簡単なチェックシートを活用して省エネ生活に取り組む「エコライフDAY＆WEEK＊埼玉」を実施しました。ス
マートフォンなどから特設サイトにアクセスして気軽に参加ができ、取組状況も画面で確認できるようになっており、令和６年度の夏
は約４.９万人、冬は約４.７万人、年間延べ約９.６万人に参加していただきました。

◆脱炭素社会の実現に向けた環境学習の推進
　子供の頃から地球温暖化への理解を深め、率先して省エネ行動を実行できるよう、県が作成した漫画で学べる副読本を主に小学校高
学年を対象とした授業等で活用していただきました。
　地域における地球温暖化対策の普及啓発活動の中核である地球温暖化防止活動推進員＊に対し、能力向上に資する研修を実施しまし
た。各推進員は、地元市町村の環境関係のイベントなどで活動を続けており、令和６年度の延べ活動数は５,３４１回となりました。

写真１―１　地球温暖化防止活動推進員研修

エコライフDAY＆WEEK
ハイライト表示
自らの行動でCO2排出量の削減効果が理解できる簡単なチェックシートを利用して、参加者にCO2削減・省エネなど地球温暖化防止と環境に配慮した生活を経験してもらう取組。

地球温暖化防止活動推進員
ハイライト表示
地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化対策推進法第37条に基づき知事の委嘱を受け、地域における地球温暖化対策の普及啓発を行い、県民、事業者、行政とともに取組を推進する者。
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６　運輸部門における環境配慮の推進
◆ EV＊・PHV＊など電動車の普及促進
　EVやPHVなどの電動車の普及を促進するため、県民向けに電動車の魅力発信等の普及啓発活動を行いました。
　また、自動車から排出されるCO2の削減を図るとともに災害時のレジリエンス機能を強化するため、外部給電機能を有するEV及び
PHVを導入する個人及び事業者を対象に、令和６年度は２,８１１台、５億５,２９８万１千円の補助金を交付しました。

◆運輸・物流の低炭素化の推進
（１）事業者の取組促進
　３０台以上の自動車（軽・二輪を除く）を使用する事業者に対しCO2の排出量や低燃費車の導入等について、目標設定と実績の報告を
求めました。また、大規模荷主や大規模集客施設、自家用自動車通勤者が多い事業所に対し、事業活動に伴い自動車から排出される
CO2の削減に向けた実施方針の提出を求めました。

（２）コンテナラウンドユースの取組の支援
　海上コンテナのラウンドユースに関する事業者間の情報共有のため、令和６年度は埼玉県コンテナラウンドユース推進協議会の構成
員によるWeb情報共有会を開催しました。

◆自家用車から公共交通への利用転換や自転車活用の推進
　自家用車の利用と比べて鉄道やバスなどの公共交通機関は、一人当たりのCO2排出量が少なく、効率的な交通手段です。令和６年度
はバスの走行環境改善に関する会議を２回開催し、公共交通機関への利用転換を促進しました。
　また、自転車活用の推進として、安全安心に走行できる自転車通行空間の整備を推進しています。

◆バイパス整備、交差点改良などによる交通渋滞の緩和
　バイパス整備や交差点・踏切の改良、立体化などを進め、交通渋滞の解消を図ることで、自動車交通による環境負荷を軽減していま
す。

EV（BEV）
ハイライト表示
Electric Vehicle（電気自動車）の略。BEV（Battery Electric Vehicle）とも言う。動力源の100％が電気である電動車。

PHV
ハイライト表示
Plug-in Hybrid Vehicle（プラグインハイブリッド自動車）の略。外部電源から充電できるタイプのハイブリッド自動車。
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７　CO2以外の温室効果ガス対策と吸収源対策の推進
◆フロン類＊の適正管理の指導・啓発
　フロン類はエアコンなどに封入されており、これを大気中へ漏えいさせないことが重要です。
　業務用冷蔵庫や業務用エアコンの管理者などを対象に、使用時の漏えいの防止のための調査、技術的助言及び指導を行いました。ま
た、廃棄時の漏えいを防止するため、解体工事の元請事業者や施工事業者に対し、フロン類回収を専門業者に依頼する必要性などを啓
発・指導しました。

◆フロン類のモニタリング調査
　冷媒として使われているフロン類は、地球温暖化やオゾン層＊破壊の原因となります。県内の大気環境中の濃度を調査し、長期的な
傾向の把握及び対策の評価を実施しました。

◆ CO2の吸収・貯蔵機能の向上を図る森林の整備
　CO2を吸収し、炭素を貯蔵する森林の機能を持続的に発揮させるため、間伐や伐採後の再造林などの森林整備を支援しました。

◆ CO2吸収源につながる身近な緑の保全・創出
　国や市町村と協力して特別緑地保全地区＊や近郊緑地保全区域＊の指定などにより身近な緑を保全しています。また、緑化計画届出
制度＊の適切な運用による緑化なども進めています。

８　県の率先実行
◆県有施設における脱炭素化の推進
　県庁自身の率先行動として「第３期埼玉県地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、県の事務事業に伴って排出される温
室効果ガスの削減に全庁で取り組んでいます。本計画では、令和１２年度における県の事務事業から排出される温室効果ガス排出量を平
成２５年度比で４６％以上削減し、さらに５０％の高みに向けて挑戦する目標を掲げています。令和５年度に県の事務事業に伴って排出され
た温室効果ガスは、約４７.４万トン－CO2で、基準年度（平成２５年度）と比べて１７.９％減少しました。
①全員参加のPDCAサイクルによる省エネ活動
　埼玉県地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の進捗管理を行うカーボン・マネジメントシステムの運用により、県の事務事業に伴

フロン類
ハイライト表示
クロロフルオロカーボン（CFC）、ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）の3種類がフロン類として法に規定されている。冷凍空調機器の冷媒等に幅広く使用されているが、CO2の数百から1万倍超の温室効果がある。また、CFC及びHCFCはオゾン層破壊物質でもある。

オゾン層
ハイライト表示
地上10～50kmの高層の大気にあるオゾンの層。オゾン層は、有害な紫外線を吸収する働きをもつが、特定フロンによって破壊される。オゾン層の破壊により皮膚がんの増加や生態系への影響が生じるとされている。

特別緑地保全地区
ハイライト表示
都市緑地法に基づき、無秩序な市街地化の防止や公害・災害の防止に役立っている緑地などを保全するため、土地の形質変更などを行うに際し許可が必要となる地区。

近郊緑地保全区域
ハイライト表示
大都市部の周辺において、地域住民の健全な生活環境を確保し、無秩序な市街地化を防止するため、広域的な見地から緑地を保全する区域。土地の形質変更などを行うに際し届出が必要となる。

緑化計画届出制度
ハイライト表示
「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」により、1,000㎡以上の敷地において特定の建築行為を行う場合、緑化計画届出書の提出を義務付け、敷地内に一定規模以上の緑を確保する制度。
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って排出される温室効果ガスの削減に全庁で取り組んでいます。

②県有施設のエコオフィス化の推進
　設備の老朽化等に伴う県有施設の更新に合わせて、高効率空調設備やLED照明器具等の導入を進めています。令和６年度は、環境
整備センターほか１４施設において省エネルギー性能の高い設備を導入しました。

③県有施設への再生可能エネルギーの率先導入
　県有施設の新築・改築、大規模改修に当たっては、施設の特性や立地状況等に応じ、費用対効果を考慮した上で太陽光発電設備の導
入を図ることとしています。また、平成２４年度から再生可能エネルギーの固定価格買取制度＊を活用した太陽光発電事業に取り組み、
令和７年３月末現在、２５施設で発電しています。

◆上下水道事業における環境配慮の推進
（１）上水道及び工業用水道における省エネの推進
　省エネルギー機器導入や設備の効率的な運転によるCO2削減を進めています。
　令和６年度はフロキュレータ設備＊の更新に際し、省エネルギー機器を導入しました。

（２）下水処理施設における環境配慮の推進
　水循環センターでは高温焼却の実施や省エネルギー型機器の導入など、環境に配慮した対策を実施しています。
　元荒川水循環センターと中川水循環センターでは、下水汚泥を消化槽で微生物に分解させる際に発生するバイオガスを焼却燃料や発
電に利用しています。また、荒川水循環センターでは、下水汚泥焼却炉の廃熱を利用した発電を行っています。

◆電動車の率先導入
　大気環境の改善や地球温暖化の防止のため、「埼玉県公用車グリーン導入指針」に基づき、有害物質や温室効果ガスの排出が少ない
電動車（EV・PHV）を公用車として率先して調達しています。

９　気候変動への適応策＊の推進
◆気候変動の影響の評価、情報収集と情報提供

固定価格買取制度
ハイライト表示
再生可能エネルギーにより発電された電気の買取価格を法令で定める制度で、主に再生可能エネルギーの普及拡大を目的としている。再生可能エネルギー発電事業者は、発電した電気を電力会社などに一定の価格で、一定の期間にわたり売電できる。

フロキュレータ設備
ハイライト表示
浄水場のフロック形成池においてフロック（濁りの固まり）を大きく沈みやすいものにするため、水を緩やかに撹拌する設備。

適応策
ハイライト表示
気候変動の影響による被害の回避・軽減対策のこと。温室効果ガスの排出削減対策（緩和策）と併せて地球温暖化対策の両輪である。適応策を推進するために制定された気候変動適応法（平成30年12月施行）では、地方自治体に対して地域気候変動適応計画の策定及び地域気候変動適応センターの設置を求めている。
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　埼玉県内の気象データなど気候変動に係る情報を収集
・分析し、情報提供を行う機関として、全国で最も早く、
平成３０年に埼玉県環境科学国際センターに地域気候変動
適応センター（埼玉県気候変動適応センター）を設置し
ています。
　県の気候変動適応センターの知見やノウハウを活用し、
地域における適応策をより推進するため、市町村と共同
で地域気候変動適応センターを設置しています。令和７
年３月３１日現在、１７市町と共同設置しています。
　また、令和６年度は、埼玉県環境科学国際センターが
開発したインターネットにつながる暑さ指数計を、県内
３０箇所に設置し、リアルタイムで暑さ指数をホームペー
ジで情報発信しました。さらに、気候変動対策の普及啓
発のため、出前講座やサイエンスカフェなどを２５回実施
しました。

◆農業分野や自然災害分野などにおける適応策の推進

図１―４　インターネットにつながる暑さ指数計により作成し公開した地図

農業分野では、気候変動による影響の軽減及び生産力の維持・向上のため、麦・大豆の播種適期及び施肥方法等を見直した生産技術
の開発や高温耐性などを有する水稲品種の育成などを行っています。
　自然災害分野では、気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化を踏まえ、河川管理者が行う治水対策を加速することに加え、流
域のあらゆる関係者が協働してハード・ソフト両面から水災害対策を行う流域治水＊を推進しています。
　令和６年度は、流域治水を実践する流域治水協議会を県内の全５流域（荒川流域、利根川上流流域、烏川・神流川流域、江戸川流域、
中川・綾瀬川流域）で行い、流域全体で水災害を防止・軽減させる取組を検討しました。

◆ヒートアイランド＊対策や暑さ対策の推進
手軽にできる暑さ対策として、日傘の利用や打ち水の普及に取り組んでいます。
令和６年度は、さいたま市、熊谷市の適応センターと共同で、打ち水イベントにおける日傘体験会を実施するとともに、こども動物
自然公園において日傘の貸出しを実施しました。また、SNSを活用した暑さ対策等に関する情報発信を行いました。

流域治水
ハイライト表示
気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化を踏まえ、堤防の整備、ダムの建設・再生などの対策をより一層加速させるとともに、集水域から氾濫域にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方。

ヒートアイランド
ハイライト表示
空調による人工排熱やコンクリートの建物による蓄熱などにより、都市中心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象。アスファルト等の人工被覆域と比べ、森林、水田等の植生域は、保水力が高く水分の蒸発によって日中の気温の上昇を抑える働きがある。



24

資源の有効利用と廃棄物＊の適正処理の推進第２節

指標 目標設定時 直近値 最終目標値

一般廃棄物＊の再生利用率 ２３.７％
（R元年度）

２４.３％
（R５年度）

３５.０％
（R８年度）

家庭系ごみの１人１日当たりの排出量 ５２８g/人・日
（R元年度）

４９０g/人・日
（R５年度）

４２８g/人・日
（R８年度）

食品ロス＊量 ２６.６万t
（H３０年度）

１８．０万t
（R４年度）

２３.３万t
（R８年度）

一般廃棄物の１人１日当たりの
最終処分量

３４g/人・日
（R元年度）

３０g/人・日
（R５年度）

２７g/人・日
（R８年度）

産業廃棄物＊の最終処分量 １９.３万t
（R元年度）

１５.５万t
（R５年度）

１４.８万t
（R８年度）

Ⅰ　温室効果ガス＊排出実質ゼロとする脱炭素社会＊、持続的な資源利用を可能とする循環
型社会＊づくり

第２章 環境の状況と対策

目標と進捗状況

温室効果ガス
ハイライト表示
太陽放射により暖められた地表面の熱が宇宙に逃げるとき、その一部を吸収して温室のように地球を暖める性質を持つ気体。地球温暖化対策の推進に関する法律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の7種類が温室効果ガスとして定義されている。大気中の濃度が増加することで地球の平均気温の上昇（地球温暖化）をもたらす。

脱炭素社会
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による吸収量との均衡（実質的な排出量ゼロ）が達成された社会。

廃棄物
ハイライト表示
その物を占有している者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要となった物をいい、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油などの固形状又は液状のものをいう。廃棄物は、主として家庭から発生する生ごみなどの一般廃棄物と、主として工場から発生する汚泥や、建物解体現場から発生する木くず、がれき類などの産業廃棄物の二つに大別される。

一般廃棄物
ハイライト表示
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。一般家庭から排出される生活系ごみ（いわゆる家庭ごみ）のほか、事業所などから排出される産業廃棄物以外の廃棄物も事業系ごみ（いわゆるオフィスごみなど）として含まれる。

食品ロス
ハイライト表示
　本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品。事業活動に伴って発生するものと家庭から発生するものがある。

産業廃棄物
ハイライト表示
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令により定められた20種類（汚泥、廃油、廃プラスチック等）の廃棄物。このうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る危険性の高い産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に分類される。

循環型社会
ハイライト表示
製品などが廃棄物になることを抑制し、それらが収集・廃棄されたときに有用なものを循環的に利用し、循環的利用ができないものは適正に処分して天然資源の消費を抑制し、環境負荷を低減する社会をいう。
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１　３R＊の推進
◆ごみを減らすライフスタイルの普及促進
　ごみを減らす「循環型ライフスタイル＊」の定着に向け、県政出前講座や夏休み親子３R講座の実施により県民への普及促進を進め
ています。
　また、県民に地域清掃活動の積極的な参加など、プラスチックごみの削減とリサイクル促進に向けた行動を呼び掛ける「埼玉県プラ
ごみゼロウィーク」を春と秋の２回実施しました。

◆食品ロス削減の促進
　食品ロスの削減を推進するため、「県下一斉フードドライブキャンペーン」を開催しました。市町村や社会福祉協議会など１０１団体に
より実施され、集まった食品は、フードバンク等を通じて、地域の子ども達等の支援のために活用されました。
　また、小盛りメニューや、量り売りなどに取り組む店舗を登録する「彩の国エコぐるめ事業」や、事業者が備蓄する災害用備蓄食料
の更新にあわせて県内の子ども食堂やフードバンク等に提供するスキームの構築などに取り組んでいます。

◆県の率先行動と市町村支援
　リサイクル製品などの環境に配慮したものの優先的な購入や環境負荷を低減する資材等を使用した公共工事の実施など、グリーン購
入＊に努めるとともに、市町村にも協力を呼び掛けています。令和７年度の「埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針」において、
特にグリーン調達を推進する品目は、２３分野３０７品目（令和７年４月１日現在）となっています。

２　廃棄物及び廃棄物エネルギーの有効活用の推進
◆サーキュラーエコノミー＊の推進
　サーキュラーエコノミーの推進に向けて、中小企業等が連携して取り組むサーキュラーエコノミー型ビジネスの創出支援を実施し、
令和６年度は、９件、５,８１２万５千円の補助を行いました。さらに、廃棄物処理業者に、再資源化技術の高度化支援を実施し、令和６
年度は、５件、８,１１６万９千円の補助を行いました。
　また、浦和レッズ等と連携し、埼玉スタジアム２〇〇２で来場者からペットボトルを分別回収し再商品化する実証実験、食品残渣を

主な実施施策

3R
ハイライト表示
循環型社会構築に向けた基本的な考え方。廃棄物の発生抑制（リデュース：Reduce）、再使用（リユース：Reuse）、再生利用（リサイクル：Recycle）の3つの頭文字をとったもの。なお、この3Rに再生可能資源への代替（リニューアブル：Renewable）を加えたものを「3R＋Renewable」という。

循環型ライフスタイル
ハイライト表示
県民が、ものを大切にし、ごみになるものはもらわない、環境に配慮した買い物をするなど環境にやさしい生活スタイルをいう。外出時に水筒などを携帯したり、マイバッグを利用することなど。

グリーン購入
ハイライト表示
購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境のことを考え、環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入すること。

サーキュラーエコノミー（CE）
ハイライト表示
生産活動や消費活動などのあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図る経済活動。
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活用した肥料で栽培した野菜を使った中華丼等のスタジアムグルメ
の販売などによる普及啓発を実施しました。

◆プラスチック資源の循環的利用の推進
　「埼玉県サーキュラーエコノミー推進分科会」を令和６年６月に
設置し、プラスチックの再資源化などの先進事例の情報共有や会員
同士の交流の機会を提供しています。令和６年度末の分科会会員数
は３１２者となっています。
　また、分科会の会員と連携し、衣類等の回収キャンペーンを開催
して県民への意識啓発を行いました。

◆リサイクル製品の認定
　主に県内で発生する廃棄物を原材料に用い、安全性や品質などの
基準を満たした製品を県が認定する「彩の国リサイクル製品認定制
度」を平成２４年度に創設しました。令和６年度末時点で３１製品が認
定されています。具体的な製品情報を積極的に広報することにより、
リサイクル資材の普及拡大とリサイクル産業の育成を図っています。

◆「彩の国資源循環工場＊」の適切な運営管理
　本県では、先端技術を有する環境産業を集積した「彩の国資源循
環工場」を整備し、現在、８社のリサイクル施設と４社の製造施設
が操業しています。運営には、徹底した情報の公開と住民参加によ
る安全管理システムを採用しています。

写真２―１　彩の国資源循環工場

図２―１　彩の国資源循環工場の安全管理システム

彩の国資源循環工場
ハイライト表示
寄居町にある埼玉県環境整備センター内に先端技術を有する民間リサイクル施設を集積した総合的な資源循環モデル施設。廃棄物の再資源化施設、環境負荷の軽減に寄与する製造業の施設が操業しており、現在、第1期事業では7社の再資源化施設が、また、第2期事業では2社の再資源化施設と4社の製造施設が立地して事業を展開している。



27

資源の有効利用と廃棄物の適正処理の推進第２節

◆下水汚泥＊の活用、一般廃棄物処理施設の熱回収の促進、バイオマス＊の利用促進
　これまで下水汚泥の燃焼灰をセメント等のリサイクルで活用してきましたが、荒川水循環センターの下水汚泥の燃焼灰について、令
和６年４月に自治体で初めて菌体りん酸肥料＊に登録し、肥料原料としての利用の取組を推進しています。
　「埼玉県農山村バイオマス利活用推進計画（平成３０年２月改訂）」に基づき、家畜排せつ物、事業系食品残さ、農業集落排水汚泥、製
材工場等残材、稲わら・麦わら・もみがらなど農山村に広く賦存するバイオマス資源の利活用促進を図っています。
　また、食品廃棄物の飼料化・肥料化・メタン発酵化の推進や下水汚泥の消化・固形燃料化など、未利用の廃棄物系バイオマスについ
て、再資源化や効率的なエネルギー回収などの有効利用を促進しています。
　令和６年度は県ホームページ及び研修会等でバイオマス利活用に関する情報提供や啓発を行いました（研修会１回（１１６人））。
　また、農産物安全課内に「農山村バイオマス利活用相談窓口」を設置し、県民や事業者からの相談に応じました（相談件数４７件）。

◆浄水発生土＊のセメント原料化など再資源化の促進
　浄水場において河川水の浄水処理過程で発生する浄水発生土については、セメント原料化などにより再資源化を図りました。

◆太陽光パネルのリユース・リサイクルの推進
　太陽光パネルはガラス・金属・プラスチックが貼り合わされた複合素材のため、廃棄パネルをリサイクルするためには処理費用が高
額となることから、その多くが埋立処分されています。将来の大量廃棄を見据え、処理体制の確立や新たなビジネス創出となる連携の
支援を目的として、太陽光パネルメーカー、解体業者、処理業者、リユース業者等が参画する協議会を開催しました。

◆各種リサイクル法の的確な運用
　廃棄物の減量化及び適正処理を推進するため、容器包装、家電、小型家電、食品、建設、自動車等、各種リサイクル法が的確に運用
されるよう、県民や事業者への普及啓発等に取り組みました。
　また、NPO法人埼玉エコ・リサイクル連絡会の運営委員会に参加し、廃棄物の減量化やリサイクルを実践している団体や事業者に
対して情報の発信を行いました。

下水汚泥
ハイライト表示
下水道終末処理場内の水処理施設で、汚水から汚れを沈殿させたもの。下水汚泥は処理場内の汚泥処理施設で濃縮・脱水された後、焼却され灰はセメント原料としてリサイクルされるほか、一部は固形燃料に加工されるなど有効利用されている。

バイオマス
ハイライト表示
間伐材や麦わら、家畜の排せつ物など生物由来の再生可能な有機性資源。

菌体りん酸肥料
ハイライト表示
下水汚泥資源の活用拡大に向け、令和5年10月に新たに定められた肥料の公定規格。品質管理が徹底された汚泥肥料を登録対象としており、登録により従来の汚泥肥料では認められていなかった肥料成分「りん酸」の濃度保証や他の肥料との配合による成分調整が可能となる。

浄水発生土
ハイライト表示
河川水を取水し、浄水場で浄水処理を行う過程（沈殿池で河川水の濁りを沈殿させる。）で排出される泥のこと。
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３　廃棄物の適正処理の推進
◆廃棄物の排出事業者・処理業者への指導強化及び適切な行政処分の実施
（１）産業廃棄物の排出事業者及び処理業者等に対する指導強化
　県警本部や市町村など関係機関と連携を図りながら、産業廃棄物の排出事業者及び処理業者等に対して、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律に基づき行政指導を行うなど、悪質・不適正処理事案への対応強化を図りました。
　また、県外産業廃棄物事前協議制度＊や建設リサイクル法＊２に基づく家屋解体現場等への立入検査など、廃棄物の適正処理、再資源
化の促進が図られるよう指導を徹底しました。
　令和６年７月に公布された、「埼玉県特定再生資源屋外保管業の
規制に関する条例」の施行に当たり、外国語に対応したリーフレッ
トを作成し、説明会を県内４か所で開催する等周知を図りました。
＊２ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（２）産業廃棄物の排出事業者及び処理業者に対する適正な行政処
分等
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める基準に違反した産業
廃棄物の排出事業者や処理業者に対して、口頭指導や文書勧告を行
いました。
　事業者が指導に従わない場合は改善命令や業務停止等の行政処分
を、特に悪質性の高い事業者に対しては、許可取消処分を実施しま
した。

（３）産業廃棄物処理施設の立入検査等
　焼却施設や破砕施設など産業廃棄物処理施設の構造と維持管理が
適正であることを確認するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法
律等に基づく立入検査を実施し、必要な指導を行いました。

年度 不法投棄 監視・指導数
不適正処理 適正処理 その他 合計

令和２ ３３ ３,００７ ６,６６９ ７９４ １０,４７０
３ ７６ ２,７６０ ５,５１８ １,０１１ ９,２８９
４ ４３ ２,４５９ ５,６４５ ８１９ ８,９２３
５ ２２ ２,９１４ ５,９５７ ９６０ ９,８３１
６ ７１ ２,７７６ ５,４６２ １５９ ８,３９７

表２―１　監視・指導状況 （単位：件）

年度
行政処分 行政指導

報告徴収 合計許可取消業務停止施設停止
改善命令
措置命令文書勧告口頭指導

令和２ １３ ５ １ １１ ２,９５０ ７ ２,９８７
３ ６ ０ ０ ３１ ２,６３６ ２２ ２,６９５
４ １８ １ ０ ５ ２,４５４ １２ ２,４９０
５ １７ ０ ０ １７ ２,７２７ ５ ２,７６６
６ １５ １ ０ ６ ２,１１８ １１ ２,１５１

表２―２　産業廃棄物の排出事業者・処理業者に対する
行政処分などの状況 （単位：件）

県外産業廃棄物事前協議制度
ハイライト表示
県外で発生した建設系産業廃棄物を県内の処理施設に搬入して処理する場合に排出事業者に対し県への事前協議を義務づける制度。
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◆不法投棄の未然防止・早期発見・早期対応の徹底
（１）未然防止への取組
　県外産業廃棄物事前協議制度の運用や立入検査等により産業廃棄物の排出事業者及び処理業者による適正処理を推進し、不法投棄の
未然防止を図りました。
　令和６年１０月１１日から１２月３１日までの「不法投棄等防止強化期間」に、県下一斉パトロール等の不法投棄防止の取組を集中的に実施
しました。

（２）早期発見への取組
　廃棄物の不法投棄などの不適正処理の早期発見のため、民間協働による取組を強化して行いました。
　県が実施している定期的な監視パトロールのほかに、民間警備会社への委託による休日・夜間の監視パトロールを年間７０回実施しま
した。
　また、県内を巡回する業務を行っている民間企業、組合など４０の団体と「廃棄物不法投棄の情報提供に関する協定」を結び、不法投
棄の情報提供をお願いしています。
　さらに、夜間・休日を問わず、県民の皆様からの通報を受信する仕組みとして「廃棄物不法投棄１１０番」（０１２０−５３０−３８４：ごみをみ
はるよ）を設置するほか、令和７年２月からは不法投棄通報アプリを導入し、令和６年度は１６８件の通報を受け付けました。

（３）早期対応への取組
　県土整備部、農林部などの関係部局、市町村、警察との連携を強化するために設置した埼玉県廃棄物等不法投棄対策推進会議及び環
境管理事務所ごとに設置した地区合同不法投棄等対策会議を中心に、関係機関が連携して監視パトロールを行い、不適正処理に迅速に
対応しました。
　また、産業廃棄物指導課に現役の警察職員を２名配置するとともに、各環境管理事務所に警察OB職員である廃棄物不適正処理監視
指導員を配置し、粗暴事案等への対応能力を高めました。悪質事案に対しては警察との連携を図り対応しました。
　さらに、産業廃棄物対策に係る市町村職員の県職員併任制度により、令和６年度末現在で５９市町村と協定を締結し、市町村職員に対
して、県職員と同様の立入権限を付与し、不適正処理の早期発見、早期対応に努めました。

（４）産業廃棄物の山の撤去・改善
　廃棄物が大量に積まれて山となった場所に対し「捨て得は絶対に許さない」という基本方針の下、山を築いた行為者などに対して徹
底した撤去指導を行っています。
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　また、崩落、火災の危険性及び有毒ガスの発生など県民の生活環境
に重大な支障を来すような緊急性がある場合には、県、市町村、各種
団体が協力して撤去・改善対策を進めています。
　さらに、ドローンを使用した測量によって具体的な廃棄物の量を把
握するなど、様々な角度から廃棄物の山の撤去・改善につながる取組
を行っています。

◆ポリ塩化ビフェニル（PCB）＊の適正処理
　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
によりPCB廃棄物＊の処分委託期限が定められていることから、PCB
廃棄物の保管事業者に対して、期限までの適正処理を周知するととも
に、保管状況等の届出や適正保管の徹底について指導を行いました。

◆石綿＊廃棄物の適正処理
　石綿の飛散による健康被害を防止するため、建設リサイクル法に基
づく届出があった家屋解体現場への立入指導等を４６５件実施し、石綿
廃棄物の適正処理指導を行いました。
　また、解体工事業者等に対して講習会を実施し、関係法令等の周知
を図りました。

◆廃棄物処理施設の適正な維持管理の促進
　一般廃棄物処理施設の適正な施設構造と維持管理が図られているこ
とを確認するため、立入検査を実施し必要な指導を行いました。
　市町村の廃棄物処理施設の計画的な整備のため、環境省所管の循環
型社会形成推進交付金などの活用を支援しました。

写真２―３　PCB廃棄物（PCB含有変圧器の運搬処理）

写真２－２　廃棄物の山のドローン撮影

ポリ塩化ビフェニル（PCB）
ハイライト表示
有機塩素化合物の一種であり、主に電気機器の絶縁油などに使用されている。人体に有害であることがわかり、昭和47年に原則製造中止となっているが、化学的に安定した物質であり、食物連鎖により濃縮されやすいことから人体や環境への影響が懸念されている。

PCB廃棄物
ハイライト表示
ポリ塩化ビフェニル（PCB）を含む廃棄物。PCBは、変圧器やコンデンサー等の絶縁油として使用されていたが、有害性が判明したため、製造や輸入、新たな使用が禁止されており、令和9年（2027年）3月末までの処分が義務付けられている。
なお、期限内処分を実行するため、県・政令市及び事業者の具体的な取組については、「埼玉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」に定めている。

石綿
ハイライト表示
天然に存在する繊維状鉱物で、アスベストとも呼ばれる。安価で丈夫なため、昭和30年（1955年）頃から多くの建築物等に使用されていたが、石綿の粉じんを吸い込むと肺がんや中皮腫を発症するおそれがあり、平成18年（2006年）9月以降原則として製造等が禁止されている。
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◆安全・安心な県営処分場の運営、研究
　本県では、自ら処分場を確保することが困難な県内の市町村や中小
企業者等のために、県直営の最終処分場＊として環境整備センターを
整備し、平成元年２月から供用を開始しています。廃棄物の埋立てに
当たっては、厳しい管理基準を設定するなど環境保全対策に万全を期
しています。環境整備センターでは、約２７１万tの廃棄物を埋め立てる
計画となっており、令和６年度の埋立重量は２万４,６８８tで、供用開始
から約１９１万t（全重量の約７０％）を受け入れました。

４　廃棄物処理の継続性の強化及びレジリエンス＊の向上
◆廃棄物処理業界のイメージアップと人材育成
　循環型社会を担う産業廃棄物処理業界への優秀な人材の定着を目的に、県内産業廃棄物処理業者の新入社員を対象とした合同入社式
を令和６年５月２０日に開催し、３３人が参加しました。
　また、地域に愛され、信頼される環境産業を目指して、産業廃棄物処理業３S（スマイル・セイケツ・スタイル）運動の展開を図る
など、業界の重要性や魅力を効果的に発信する取組を推進しています。

◆市町村と連携した持続可能な廃棄物処理の推進
　安定的かつ効率的な一般廃棄物処理体制を構築するため、広域的な処理や処理施設の集約化を促進するとともに、地球温暖化対策や
災害時の廃棄物処理システムの維持のため、エネルギー効率の高い施設への計画的な更新等を促進しています。

◆災害廃棄物対策の推進
　令和６年７月の大雨において朝霞市などでは多数の建物に浸水被害が発生し、大量の災害廃棄物が発生しましたが、災害廃棄物処理
支援協定締結団体＊の協力のもと処理を行いました。
　また、県は、今後も起こりうる災害に備えるため、国、県、市町村及び災害廃棄物処理支援協定締結団体により研修を実施しました。

年度 埋立量 埋立量の内訳
一般廃棄物 産業廃棄物

令和２ ３１,１８３ １９,３３９ １１,８４４
３ ２９,２９７ １７,３６９ １１,９２８
４ ２８,０８２ １６,１５２ １１,９３０
５ ２５,８９１ １４,８５５ １１,０３５
６ ２４,６８８ １４,４６７ １０,２２１

埋立量累計 １,９０５,９５６ １,５８０,６５９ ３２５,２９７

表２―３　環境整備センターの埋立実績 （単位：t）

※平成元年２月供用開始

最終処分場
ハイライト表示
一般廃棄物及び産業廃棄物を埋立処分するために必要な場所及び施設・設備の総体をいう。産業廃棄物最終処分場には、安定型（廃プラスチック等）、管理型（汚泥等）、しゃ断型（有害物質を埋立基準以上含む廃棄物）がある。

レジリエンス
ハイライト表示
英語で、「強靱さ」を意味する言葉。地域においては、災害などの突発的な変化や平常時の重圧に対して、より着実に耐久し、適応するための能力とされる。

災害廃棄物処理支援協定締結団体
ハイライト表示
一般社団法人埼玉県環境産業振興協会及び埼玉県一般廃棄物連合会等
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指標 目標設定時 直近値 最終目標値

身近な緑の創出面積 ― １７９.６ha
（R4年度～R６年度の累計）

２５０.０ha
（R４年度～R８年度の累計）

緑の保全面積 ５５７ha
（R２年度）

５６９.３ha
（R６年度）

５６９ha
（R８年度）

みどりのポータルサイトへの
アクセス数

１７,０００回/年
（R２年度）

８５,６２７回/年
（R６年度）

３５,０００回/年
（R８年度）

森林の整備面積 ― ３,９３６ha
（R4年度〜R６年度の累計）

１２,５００ha
（R４年度～R８年度の累計）

Ⅱ　安心、安全な生活環境と生物の多様性が確保された
自然共生社会づくり

第２章 環境の状況と対策

目標と進捗状況
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１　身近な緑の保全・管理
◆特別緑地保全地区＊など地域制緑地＊の指定
　緑地は、潤いと安らぎのある都市環境の形成など多様な機能
を有しています。これらの緑を保全するため、国や市町村と協
力して「特別緑地保全地区」や「近郊緑地保全区域＊」の指定
をしています。

◆公有地化の推進
　相続の開始などで緊急に保全が必要で公有地化する以外に保
全することが困難な場合に、県と市町村が協力して、ふるさと
の緑の景観地＊及び県立自然公園等に指定された土地の一部を
取得しています。平成４年度から３５.５haを公有地化しました。

主な実施施策

県産木材の供給量 ９６,０００㎥
（R２年度）

８７,０００㎥
（R６年度）

１２０,０００㎥
（R８年度）

民有林内の路網密度 ２３.２m/ha
（R２年度末）

２４.５m/ha
（R６年度末）

２５.４m/ha
（R８年度末）

◆「ふるさとの緑の景観地」の指定・維持管理
　埼玉らしさを感じさせる樹林地を保全するため、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づき、これまでに２７地区、３９１.７haをふる
さとの緑の景観地に指定しました。ふるさとの緑の景観地においては、その保全と管理のための方針及びその他必要な事項を定める保

表３―１　地域制緑地の指定状況
（令和７.３.３１現在）

地域制緑地 地区数 面積（ha）
特別緑地保全地区（都市緑地法） ３８地区 ６４.４
近郊緑地保全区域（首都圏近郊緑地保全法） ５区域 ５,２３２.０
うち近郊緑地特別保全地区 １地区 ６０.４
ふるさとの緑の景観地
（ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例） ２７地区 ３９１.７

特別緑地保全地区
ハイライト表示
都市緑地法に基づき、無秩序な市街地化の防止や公害・災害の防止に役立っている緑地などを保全するため、土地の形質変更などを行うに際し許可が必要となる地区。

地域制緑地
ハイライト表示
法令により土地利用の規制・誘導等を通じて緑地の保全が図られている地区。都市緑地法で規定する「特別緑地保全地区」や、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」で規定する「ふるさとの緑の景観地」などがある。

近郊緑地保全区域
ハイライト表示
大都市部の周辺において、地域住民の健全な生活環境を確保し、無秩序な市街地化を防止するため、広域的な見地から緑地を保全する区域。土地の形質変更などを行うに際し届出が必要となる。

ふるさとの緑の景観地
ハイライト表示
「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づき、樹林地で優れた景観を有する区域を指定するものであり、指定した区域においては、木竹の伐採等について届出の義務を課し、開発行為との調整を図りながら保全を行う。
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全計画を策定することとしており、平成２７年度末までに全２７地区において保全計画を策定しました。

◆見沼田圃＊の保全・活用・創造
　見沼田

たんぼ

圃の保全・活用・創造の基本方針に基づき、農地、公園、緑地等としての土地利用を誘導するとともに、基本方針にそぐわな
い土地利用を防止するために公有地化を図りました。
　令和６年度末までの公有地化面積は３３.１ha（買取面積２５.７ha、借受面積７.４ha）であり、県民参加の体験農園や就農希望者の実践研修
の場、農家への貸付農地として活用しました。

◆みどりの三富地域＊づくりの推進
　平成１３年４月の「みどりの三富地域づくり懇話会提言」を踏まえ、川越市、所沢市、狭山市、ふじみ野市、三芳町と連携し、農業、
環境、歴史、文化などの地域資源を生かした緑豊かな地域づくりを推進しました。
　三富地域の特徴ある農業の振興を図るため、平地林＊の保全を含めた地域の農業振興を図るために活動している「三富地域農業振興
協議会」への支援を行いました。また企業やボランティアによる平地林保全活動を支援しました。
　三富地域農業振興協議会では、NPO法人里山倶楽部理事の寺川裕子氏を講師に迎え、「そこそこ儲ける持続可能な里山＊をつくる秘訣」
と題した講演を開催しました（参加者約１６０名）。また、農家の直接支援を希望する都市住民と、受入を希望する農家とをマッチングす
る援農ボランティア制度の運用を行いました（令和６年マッチング実績：援農ボランティア５名、受入農家５戸）。
　三富地域の平地林は伐って・使って、植えて、育てることで健全に保たれることを理解してもらうため、三富産材木工品の展示会及
び木工ワークショップを開催しました（約３３０名来場）。さらに、都市住民に三富地域へ足を運んでもらうため、平地林散策と農産物収
穫体験を組み合わせたイベント等を開催しました。

◆地域と調和した都市農業の振興
　農産物の生産だけでなく、緑地空間の保全や市民交流を通じてコミュニティの場の提供、洪水緩和や災害時における防災空間など、
都市にとって重要な農業の多面的機能の発揮を促進しました。
　また、埼玉県農林水産業振興基本計画に即し、都市農業振興基本法に基づく地方計画として策定した埼玉県都市農業振興計画（平成
２９年３月策定）に基づいて都市農業の振興に取り組みました。
　特に、都市農地の防災機能を効率的に発揮するため、地域における防災協定の締結促進を行い、１０市（９ha）が締結しています。

見沼田圃
ハイライト表示
さいたま市と川口市にまたがる総面積1,260haに及ぶ大規模な緑地空間。江戸時代から主に農業生産の場として都市近郊における重要な食料基地の役割を果たしてきた。現在では、人間の営みと自然との調和などを目指し、保全・活用等に取り組んでいる。

三富地域
ハイライト表示
三富新田（三芳町上富、所沢市中富・下富）とその周辺に広がる、畑と平地林がまとまって残る畑作地帯。川越市、所沢市、狭山市、ふじみ野市、三芳町にまたがる。平地林の落ち葉をたい肥として畑に還元する農法も継続されている。

平地林
ハイライト表示
一般的には、平地部及び都市近郊に所在し、通称平地林あるいは都市近郊林と呼ばれる森林。

里山
ハイライト表示
原生的な自然と都市との中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、それらと混在する農地、ため池、草原などで構成される地域。
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２　身近な緑の創出と保全・創出基盤づくり
◆豊かな緑を保全・創出する公園整備
　県民生活に潤いと安らぎを与える身近な緑の創出や憩いの場を提供するとともに、災害時の活動拠点となるなど、大きな役割を有す
る都市公園を整備しています。

◆県有施設などの身近な場所の緑化
　県有施設などの県民に身近な公共施設の緑化を推進するため、令和６年度は市町村施設の緑化事業６件に対して費用の一部を助成し
ました。また、未来を担う子供たちが幼少期から緑にふれあう環境を整備するとともに、けがの防止や砂塵対策などに寄与するため、
令和６年度は、芝生の維持管理に取り組む幼稚園等２１園、小学校４校、中学校１校、高等学校１校に対して費用の一部を助成しました。

◆「緑化計画届出制度＊」の適切な運用
　「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づき、「緑化計画届出制度」
を平成１７年１０月から施行しています。敷地面積１,０００㎡以上（平成２４年３
月までは３,０００㎡以上）の建築行為を行う場合には、一定規模以上の緑地
面積を創出することとし、建築物の屋上や壁面、駐車場などの緑化を推進
しています。令和６年度は３０２件の届出により、約３１haの身近な緑が創出
されました。また、今までに提出された緑化計画の中から他の模範となる
８計画を優良緑化計画に認定し、そのうち特に優れた３計画を彩の国みど
りの優秀プラン賞として表彰しました。

◆みどりに関する学習環境の整備
　次代を担う子供たちが「みどりと生き物」を大切に思う気持ちを育み、
埼玉の豊かな自然を未来に引き継ぐことを目的として、みどりや生き物に
ついて動画で楽しく学べる学習コンテンツを制作し、埼玉みどりのポータ
ルサイトで公開しています。

図３―１　埼玉みどりのポータルサイト

緑化計画届出制度
ハイライト表示
「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」により、1,000㎡以上の敷地において特定の建築行為を行う場合、緑化計画届出書の提出を義務付け、敷地内に一定規模以上の緑を確保する制度。
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◆自然ふれあい施設の利用促進
　自然学習センターなどの自然ふれあい施設を生物多様性＊の学習の場として活用し、県民、行政及び教育関係者、事業者、民間団体
等の各主体に応じた普及啓発を行い、県民の自然に対する意識の向上に取り組みました。

◆みどりを守り創る活動の支援と促進
・県民、市民団体、企業などとの連携による緑地保全
　県民参加によるみどりの再生を推進するため、みどりの保全・創出・活用やビオトープ＊の創出等に取り組む団体・企業・グループ
等５４団体に対し、「みどりの活動支援補助事業」により支援しました。
　さらに、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例により、本県が認定した「市民管理協定」に基づき緑地保全を行う市民団体の活動を支
援しました。
・彩の国みどりのサポーターズクラブの活動の充実
　みどりの再生を県民運動として推進するため、「彩の国みどりのサポーターズクラブ」の仕組みにより、県内のみどりに係る情報提
供や植樹活動を行う団体・企業に対し、必要な苗木等の提供を行いました。

◆「さいたま緑のトラスト運動＊」の推進
　県民、企業、団体からの寄附を主な資金とする「さいたま緑のトラスト基金」を活用し、１４か所の緑のトラスト保全地＊の保全管理
を公益財団法人さいたま緑のトラスト協会に委託して行ってきました。また、緑のトラスト運動の普及啓発のため、トラスト写真・動
画コンクールや保全地における自然観察会やタケノコ掘りなどの普及啓発イベントを実施するとともに、児童・生徒から企業・団体ま
で幅広く募金活動を展開しました。

生物多様性
ハイライト表示
生き物たちの豊かな個性とつながりのこと。生物多様性条約では、生物多様性を「全ての生き物の間に違いがあること」と定義し、生態系の多様性、種間（種）の多様性、種内（遺伝子）の多様性という3つのレベルでの多様性があるとしている。

ビオトープ
ハイライト表示
ドイツ語のBio（生物）とtop（場所）からなる合成語で、「生物生息・生育空間」の意味があり、人工や自然を問わず、生物が生息・生育する空間のこと。

緑のトラスト運動
ハイライト表示
県民や企業などからの寄附により土地等を取得し、埼玉の優れた自然や貴重な歴史的環境を県民共有の財産として末永く保全していこうという運動。

緑のトラスト保全地
ハイライト表示
ふるさと埼玉の優れた自然や歴史的環境を後世に残すため、企業や県民等からの寄附金（さいたま緑のトラスト基金）などを主な資金として取得・保全する緑地。
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３　森林の整備・保全
◆水源かん養＊機能の発揮や生態系＊に配慮した森林の整備・保全
　水源の涵

かん

養
よう

や土砂災害の防止など森林の有する公益的機能を持続的に発揮させるため、間伐や広葉樹の植栽などの森林整備を実施し
ました。また、スギ花粉削減対策として、間伐
を中心としたスギの伐採や花粉の少ない品種へ
の転換などに取り組みました。

◆里山や平地林の整備・保全・活用
　里山・平地林を適切に維持管理するため、繁
茂してしまったタケやササの刈払い等を行う地
域の活動を支援しました。

◆森林の病虫獣害防止対策の実施
　ニホンジカによる食害やツキノワグマによる
剥皮被害を防止するため、侵入を防止するため
の柵や樹皮ガードなどを設置しました。
　また、カシノナガキクイムシによるナラ枯れ対策として、被害木の除去を行いました。

◆都市と山村の連携による森づくり　
　県内の山側市町村と都市部市町との結びつきを強め、地域間連携により山側市町村において森林整備等を行い、都市部市町において
山側市町村から供給される木材を利用する取組等を支援しています。

写真３―１，３―２　森林整備施工前・後

水源（の）涵養
ハイライト表示
森林の土壌が降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化し、洪水を防ぎ、さらにその過程で水質を浄化する役割。

生態系
ハイライト表示
植物、動物などの生物とそれらを取り巻く大気、水、土などの無機的な環境を総合した系（システム）。生態系は動物・植物の再生産や、水や大気を循環させる仕組みを持っており、人間は食料・水・木材など様々な恩恵を受けている。
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◆県民参加による森づくりの推進
・森林活動を体験できる機会の充実
　森林ふれあい施設の利用促進
　多くの県民が楽しみながら林業や森林などについて学ぶ機会を提供するため、体験学習やイベントの充実を図っています。また、来
訪者が安全で安心して利用できるよう、施設の整備を計画的に行いました。
・森林ボランティアを行う企業・団体への支援
　将来にわたり森林の有する公益的機能を維持していくため、県民参加による森
づくりを進め、令和６年度末までに、２６５の企業・団体が森づくりに参加してい
ます。
　また、埼玉県森づくりサポートセンターによる森づくりの相談業務、技術指導
等を行いました。
・森林環境教育や木育＊の推進
　森林内での体験活動などを通じて、森林が持つ多面的機能等について理解と関
心を深めています。また、様々な機会を捉えて木育活動を実施し、木材や木製品
とのふれあいを通じて木の親しみや木の文化への理解を深めています。

◆自然公園の保全
　自然公園法に基づき、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増
進を図ることを目的とする国立公園が、本県では１か所指定されています。また、
同様に、埼玉県立自然公園条例に基づき、埼玉県立自然公園を１０か所指定してい
ます。
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図３―２　森林ボランティア活動に参加する企業・団体数

木育
ハイライト表示
子供から大人までを対象に、木材や木製品とのふれあいを通じて木材への親しみや木の文化への理解を深め、木材の良さや利用の意義を学んでもらう教育活動。
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表３―２　埼玉県内の自然公園等

センター

自然歩道
首都圏自然歩道
～関東ふれあいの道～

１都６県を回遊する全長約１,８００kmの長距離歩道で、本県では１３コー
ス、延長１５５.５kmを整備している。

指　定
年月日 関係市町村 公園面積

（ha）
特別地域
（ha）

1 S２５.７.１０ 秩父市，小鹿野町 ３４,４１１.０ １２,７１１.０

❶ S２６.３.９ 所沢市，入間市 １,８０７.８

❷ S２６.３.９ 飯能市，入間市，日高市 ２１,８３９.０

❸ S２６.３.９ 毛呂山町，越生町，ときが
わ町 ９,４２０.２ １,０７５.９

❹ S２６.３.９ 秩父市，小川町，皆野町，長
瀞町，東秩父村，寄居町 １４,７５３.６ ２,０６５.５

❺ S２９.３.９ 東松山市，嵐山町，吉見町，
鳩山町 ４,６３８.０

指　定
年月日 関係市町村 公園面積

（ha）
特別地域
（ha）

❻ S２９.３.９ 秩父市，本庄市，皆野町，神
川町 ６,３７８.０ ８５８.０

❼ S３２.７.１５ 秩父市，横瀬町 １５,４６２.０

❽ S３５.１１.４ さいたま市，川口市 １,１５９.０

❾ S５３.３.２２ 小鹿野町 ５,２８３.０ ４１０.０

❿ S５６.３.２４ 秩父市，小鹿野町 ９,４３０.５

自然公園



40

みどりの保全と創出第３節

◆県産木材の利用促進・率先活用
・住宅や公共施設などでの利用拡大
　公共施設での利用拡大を図るため、学校等における県産木材の利用を積極的に進めるとともに、市町村が整備する施設に対し木材調
達の助言などの支援を行いました。
　また、民間住宅等における利用拡大を図るため、県産木材を使用して新築・改築・内装木質化を行う住宅や事務所等を建設する工務
店等に対し、県産木材の使用量に応じた助成を行いました。

・安定的な供給体制の構築　県産木材の供給体制の整備
　県産木材の利用拡大を図るためには、品質が確保された県産木材を安定的に供給する必要があることから、「さいたま県産木材認証
制度」の運営及び森林の国際認証の取得に対して支援を行いました。
　また、川上から川下まで需給情報を共有し、伐採から製材、製品の販売までを結びつけるサプライチェーンの構築を支援しました。
　あわせて、現状の県産木材供給体制の課題を抽出・分析し、新たな供給体制を構築するための県産木材供給体制構築対策協議会を開
催しました。

写真３―４　公共施設（小鹿野町新庁舎）写真３―３　県産木材で建築した住宅
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１　「埼玉県生物多様性保全戦略」の推進
◆地域環境に応じた多様な生物の生息・生育地の確保
　県内各地の地域環境に応じた多様な生物の生息・生育地を確保するため、重要な生態系を有する森林や河川環境の保全、樹種、林齢

生物多様性＊と生態系＊の保全第４節

指標 目標設定時 直近値 最終目標値

希少野生動植物種＊の新規保護増殖
箇所数 ― ７箇所

（R４年度～R６年度の累計）
１０箇所

（R４年度～R８年度の累計）

生物多様性の認知度 ６７.７％
（R２年度）

６７.８％
（R６年度）

７５.０％以上
（R８年度）

Ⅱ　安心、安全な生活環境と生物の多様性が確保された
　　自然共生社会づくり

第２章 環境の状況と対策

目標と進捗状況

主な実施施策

生物多様性
ハイライト表示
生き物たちの豊かな個性とつながりのこと。生物多様性条約では、生物多様性を「全ての生き物の間に違いがあること」と定義し、生態系の多様性、種間（種）の多様性、種内（遺伝子）の多様性という3つのレベルでの多様性があるとしている。

生態系
ハイライト表示
植物、動物などの生物とそれらを取り巻く大気、水、土などの無機的な環境を総合した系（システム）。生態系は動物・植物の再生産や、水や大気を循環させる仕組みを持っており、人間は食料・水・木材など様々な恩恵を受けている。

希少野生動植物種
ハイライト表示
野生動植物のうち、その種の存続に支障を来す程度に個体数が著しく少ないか、又は、著しく減少しつつあるもの。
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構成の異なる森林の配置、特別緑地保全地区＊など地域制緑地＊の
指定や公有地化の推進、「緑化計画届出制度＊」（再掲p.３５）におけ
る在来種の植栽による緑化、みどりの保全・創出や川との共生に取
り組む団体等への支援などに取り組みました。
　令和６年３月には、ネイチャーポジティブ＊（自然再興）の実現
を目指し、「埼玉県生物多様性保全戦略（２０２４（令和６）年度〜
２０３１（令和１３）年度）」を策定しました。

◆推進体制の整備
　生物多様性の保全を進める関係者の連携・情報共有の拠点とする
ため、令和４年４月に「埼玉県生物多様性センター」を環境科学国
際センターに設置しました。埼玉県生物多様性センターでは、野生
動植物の情報の収集や管理・発信、地域保全活動の支援、教育・普
及啓発、調査研究に取り組みました。

◆県民による自然環境保全活動の推進
　希少種や在来種の動植物の保全活動に取り組む団体への技術的支
援を行うとともに、希少野生動植物保護推進員６名を委嘱し、生息
・生育状況の把握等を行いました。

２　希少野生動植物などの保護の推進
◆希少野生動植物種の保護増殖・調査・普及啓発等の実施
（１）希少野生動植物種の保護増殖・調査
　多様な種の野生動植物を県民共通の財産として次代に継承するた
め、「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」を平成１２年
３月に制定しました。現在、ムサシトミヨやサクラソウなど２２種（動
物３種、植物１９種）を「県内希少野生動植物種」に指定し、捕獲・

図４―１　生物多様性とは

写真４―２　サクラソウ

写真４―１　ムサシトミヨ

特別緑地保全地区
ハイライト表示
都市緑地法に基づき、無秩序な市街地化の防止や公害・災害の防止に役立っている緑地などを保全するため、土地の形質変更などを行うに際し許可が必要となる地区。

地域制緑地
ハイライト表示
法令により土地利用の規制・誘導等を通じて緑地の保全が図られている地区。都市緑地法で規定する「特別緑地保全地区」や、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」で規定する「ふるさとの緑の景観地」などがある。

緑化計画届出制度
ハイライト表示
「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」により、1,000㎡以上の敷地において特定の建築行為を行う場合、緑化計画届出書の提出を義務付け、敷地内に一定規模以上の緑を確保する制度。

ネイチャーポジティブ（自然再興）
ハイライト表示
自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること。
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採取を制限しています。
　あわせて、市町村・学校・保全団体等が行う希少野生動植物種の保護増殖活動を支援し、令
和６年度は２箇所が新規保護増殖箇所となりました。
　また、希少野生動植物保護推進員と連携し、希少野生動植物の生息地等の巡視により、生息
状況及び生態把握調査を行いました。

（２）希少野生動植物種の普及啓発
　保護対策の基礎資料として、絶滅の危機に瀕している野生生物の評価を行い、その生育状況
をまとめたレッドデータブック＊を作成しています。現在、「埼玉県レッドデータブック動物
編２０１８」、「埼玉県レッドデータブック植物編２０２４」を発行し、県民に情報を公開しています。「埼
玉県レッドデータブック植物編２０２４」では、野生絶滅（EW）状態にあったムジナモが絶滅危
惧ⅠA類（CR）にカテゴリーが変更されました。また、県内希少野生動植物種に指定されて
いるキバナコウリンカ、ホテイランがCRから絶滅危惧ⅠB類（EN）に、サクラソウがCRから
絶滅危惧Ⅱ類（VU）に、キタミソウがENからVUに、それぞれカテゴリーが変更されています。
　また、保護すべき種や保護区の指定等に係る調査・検討、環境教育、イベントや保全活動等
を通じた普及啓発を行いました。

（３）生物多様性センターにおける普及啓発
　令和６年度は、県の蝶ミドリシジミを見る集い２０２４、いきものサイエンスカフェ、いきもの
フォーラム、セミナーなどを開催し６８４人に参加いただきました。

◆野生動植物の継続的調査
　野生動植物の生息・生育環境の変化や開発行為等に伴う生息・生育地の改変を把握し、在来
種の生息・生育地の保全・再生につなげるため、オオタカなど野生動植物の生息状況調査を実
施しています。

写真４―３　ムジナモ

写真４−４　県の蝶ミドリシジミ
を見る集い２０２４

レッドデータブック
ハイライト表示
絶滅のおそれのある野生生物の種をリストアップし、その生息・生育状況を解説したもの。埼玉県では動物編を平成8年（1996年）に、植物編を平成10年（1998年）に発行し、以降交互に改訂している。
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３　野生鳥獣の適正な保護管理
◆野生鳥獣の個体数管理等による生態系などへの被害の防止
　鳥獣保護管理に関する施策を推進するため「人間と鳥獣との共生」や「生物多様
性の保全」を基本理念とする第１３次鳥獣保護管理事業計画（計画期間：令和４年４
月１日〜令和９年３月３１日）に基づいた保護管理対策を実施しました。近年、生息
域の拡大により生態系や農林業への被害が特に著しいニホンジカ、イノシシについ
ては、第３次第二種特定鳥獣管理計画（計画期間：令和４年４月１日〜令和９年３
月３１日）に基づき、わなの狩猟期間を延長（１か月）することでニホンジカやイノ
シシの捕獲を促進し、さらにニホンジカについては、管理捕獲の実施等の対策を行
いました。
　また、令和６年度末時点で、鳥獣保護区（狩猟を禁止）６４か所３０,４１５.７ha、特定
猟具使用禁止区域（銃）（危険の予防等）１２６か所２０９,１１８.７ha等を指定しており、鳥
獣の生息環境を保全整備し狩猟の適正化を図りました。

◆野生鳥獣の生息状況調査などによる保護管理
　（１）野生鳥獣の生息状況調査及び捕獲による管理
　森林生態系や農林業被害に大きな影響を与えているニホンジカやイノシシの生息数や生息密度を把握し、管理の指標とするためのニ
ホンジカ及びイノシシの生息状況調査及び県内の水産業被害等に影響を与えているカワウの生息数を把握するためのカワウ生息状況調
査などを行いました。
　狩猟、許可捕獲（主に有害鳥獣捕獲）及び管理捕獲によって、令和６年度はイノシシ1,５２２頭、ニホンジカ４,１６９頭、カワウ２６２羽が捕
獲されました。

（２）傷病野生鳥獣の保護
　令和６年度は４２の保護診療機関を指定し、２０８頭羽の傷病野生鳥獣を保護治療しました。
　さらに、治療後の鳥獣が再び自然に復帰できるまでの間、保護飼養を依頼するボランティアの確保に努め、個人及び法人で合計４９者
（令和６年度末時点）が登録しています。

写真４―５　県境付近におけるニホンジカ
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◆野生鳥獣を保護管理する担い手の育成・確保
　野生鳥獣被害を防止する役割を担う狩猟者の確保及び狩猟の適正化を図るため、狩猟免許試験、適性検査等を実施し、令和６年度は
狩猟免許交付を５４２件、狩猟免許更新を１,９９５件行い、令和６年度末の有効免許件数は５,２４０件となりました。
　また、長瀞射撃場を活用し、狩猟経験の少ない狩猟免許取得者向けに、実際に射撃を行う初級者研修を実施しているほか、秩父市と
飯能市の山間部において、ニホンジカ捕獲実践研修を行い、実践的な捕獲ができる狩猟者を育てています。
　鳥獣保護管理員＊（令和６年度は７６人）を設置し、狩猟の取締り、鳥獣の生息状況調査などを行いました。

◆野生鳥獣における感染症等への連携した対応
　野鳥における高病原性鳥インフルエンザの発生に対処するため、関係機関との情報提供等の連携体制を構築しています。令和６年度
は、死亡野鳥発生事例１０件について「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル（環境省作成）」に基づき検
査を実施し、２件２羽で陽性でした。なお、野鳥監視重点区域内において状況調査を実施したところ、野鳥の大量死等の異常は確認さ
れませんでした。

４　侵略的外来生物＊の計画的防除
◆侵略的外来生物の情報収集及び駆除
　「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に
関する法律」に基づき特定外来生物に指定されている
生物を駆除することにより、生態系、人の生命・身体
及び農林水産業等への被害防止を図りました。県内に
おいて、被害防止対策が必要な生物として、令和６年
度は１０市町でカミツキガメ２５頭を駆除しました。また、
クビアカツヤカミキリについて、４４市町村９３１か所で
被害が確認され、市町と連携し、薬剤や伐採による防
除を実施しました。

◆アライグマの計画的防除
　特定外来生物のうち、県内で特に問題となっている

写真４―６　カミツキガメ

写真４―７　クビアカツヤカミキリ

鳥獣保護管理員
ハイライト表示
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第78条に基づき設置した県の会計年度任用職員。狩猟の取締り、鳥獣保護思想の普及及び鳥獣の生息状況調査などを行う。

侵略的外来生物
ハイライト表示
外来生物のうち、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるもの。
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アライグマについては、「埼玉県アライグマ防除実施計画（第４次計画）」に基づき、市町村と連携した計画的防除及び有害鳥獣捕獲に
より、令和６年度は６３市町村で１３,２０１頭を捕獲・駆除しました。また、捕獲されたアライグマの捕獲位置等について情報を集積しました。

写真４―８　アライグマ
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図４―２　アライグマ防除実績の推移
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指標 目標設定時 直近値 最終目標値

SAITAMAリバーサポーターズの
個人サポーター数（累計）

０人
（R２年度末）

２１,８９３人
（R６年度末）

２４,０００人
（R８年度末）

生活排水処理率 ９３.１％
（R２年度）

９４.３％
（R６年度）

１００.０％
（R８年度）

環境基準＊（BOD＊）を達成した河川の
割合

９５％
（R２年度）

９１％
（R６年度）

１００％
（R８年度）

１年間の地盤沈下量が２cm以上の
地域の面積

０㎡
（R２年度）

０㎡
（R６年度）

０㎡
（R８年度）

Ⅱ　安心、安全な生活環境と生物の多様性が確保された
自然共生社会づくり

第２章 環境の状況と対策

目標と進捗状況

環境基準
ハイライト表示
環境基本法に基づき「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」と定めている。ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法で定めている。これは、行政上の政策目標として定められているもので、公害発生源を直接規制するための基準（いわゆる規制基準）とは異なる。

生物化学的酸素要求量（BOD）
ハイライト表示
生活環境項目の一つであり、河川水や工場排水、下水などに含まれる有機物による汚濁の程度を示すもので、水の中に含まれる有機物が一定時間、一定温度のもとで微生物によって生物化学的に酸化されるときに消費される酸素の量をいう。単位は㎎/Lで表示され、数値が大きいほど汚濁の程度が高い。
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１　水辺空間の保全と共生
◆県民・企業と連携した水辺空間の活用
・SAITAMAリバーサポーターズプロジェクト＊の推進
　川の保全や川との共生に向け、地域で川の再生に取り組む「川の国
応援団＊」に加え、個人と企業の参画を得て連携を強化し、活動の活
性化を図るため、「SAITAMAリバーサポーターズプロジェクト」を
推進しています。
　企業サポーターと川の国応援団が連携した活動や、イベント等に参
加するとポイントが貯まり特典が得られる「リバサポ・クエスト」を
実施しました。
　また、川の清掃をテーマに、企業、県民、団体の有志サポーターが
集まり、広く交流を図る「リバサポ清掃部」を開催しました。
　それぞれ、関連する情報の発信や体験イベントの開催、フォトコン
テストを開催しました。
　個人サポーターには、令和６
年度末で２１,８９３人が登録してい
ます。

◆川との共生に取り組む地域団体などへの活動支援
　「川の国応援団」には令和６年度末で７６８団体が登録し、県内全ての
市町村で、河川清掃、環境学習、水質調査、生物調査などの活動を行
っています。
　活動資機材の提供や貸出し、「川の国応援団」相互の交流と情報共

主な実施施策

図５―１　SAITAMAリバーサポーターズプロジェクト概要図

写真５―１　企業サポーターと川の国応援団の連携イベント

SAITAMAリバーサポーターズプロジェクト
ハイライト表示
埼玉の豊かな川を育む自発的な活動が持続的に行われるよう、県民・団体・企業の取組を県が支援していくプロジェクト。川の国応援団に加えて、個人と企業の参画を得て連携を強化し、川との共生や川の魅力創出に向けた活動を活性化することでSDGsの実現を目指す。

川の国応援団
ハイライト表示
埼玉県内の河川、農業用水、湖沼等でごみ拾い、清掃、水質改善、環境学習及び水生生物の調査等の川の再生活動を行う団体のうち、埼玉県の川の国応援団として登録している団体。
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有を目的とした「川の再生交流会」の開催な
どにより活動を支援しています。

◆下水道、農業集落排水などの生活排水処
理施設＊の整備や合併処理浄化槽＊への転
換の促進

・下水道などの整備の促進
　令和６年度末の下水道普及率は、８４．０％と
なりました。
　県の流域下水道＊では、東京湾の赤潮や青
潮の原因となる窒素やりんを低減するため、
下水処理の高度処理化を進めてきました。令
和元年度には従来型の水処理施設に対する段
階的高度処理の工事が完了し、東京湾に注ぐ
流域下水道で段階的高度処理を含む高度処理
化率１００％を達成しています。
・単独処理浄化槽などから合併処理浄化槽へ
の転換促進
　単独処理浄化槽やくみ取り便槽を使用して
いる家庭からの生活雑排水＊は、河川の汚濁
原因の約４割を占めています。河川の水質改
善のためには、単独処理浄化槽等から合併処
理浄化槽への転換を進めることが必要不可欠
です。
　そこで、合併処理浄化槽の設置を行う市町
村や個人を支援し、合併処理浄化槽の転換を
促進しています。
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※処理人口は、国が公表している「汚水処理
人口普及状況」の数値を基に、埼玉県が
整理し、千人未満は四捨五入した。
コミュニティプラント処理人口の表記は
省略した。

生活排水処理人口（千人） 生活排水処理率（％）

（年度）

生活排水
処理率

合併処理浄化槽
処理人口

図５―３　生活排水処理人口・生活排水処理率の推移
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＊3　全国平均値：東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島
県を調査対象外としているため、同３県を除いた44都道府県の平均値

＊4　平成24、25､ 26年度は、福島県において、東日本大震災の影響により、
調査不能な市町村があるため公表対象外としている。

＊5　平成27～令和4年度は、福島県において、東日本大震災の影響によ
り、調査不能な市町村を除いた値を公表している。
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図５―２　埼玉県と全国の下水道普及率の推移

生活排水処理施設
ハイライト表示
主に家庭からの生活排水（し尿及び生活雑排水）を処理する施設の総称。下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽などがある。

合併処理浄化槽
ハイライト表示
し尿及び生活雑排水（台所、風呂、洗濯等に使用した水）を戸別にまとめて処理する生活排水処理施設。し尿のみを処理する単独処理浄化槽に比べて、河川等の公共用水域の汚濁を大幅に軽減する効果がある。

流域下水道
ハイライト表示
2以上の市町村からの下水を受け処理するための下水道で、終末処理場と幹線管渠からなり、県が建設し管理を行う。

生活雑排水
ハイライト表示
家庭から流れ出る「生活排水」のうちトイレからの排水を除いたものの総称。主に、台所、洗濯、風呂などから排出される。
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◆浄化槽台帳を活用した適正な維持管理の促進
　維持管理業者等と連携して保守点検等の維持管理の情報をデジタル化して収集する浄化槽台帳システムを整備し、運用しています。
　浄化槽が十分に機能を発揮するためには、適切な維持管理が不可欠です。浄化槽台帳システム等を活用し、浄化槽管理者に対し保守
点検、清掃の実施と法定検査（定期検査）の受検の啓発・指導を行いました。

◆非かんがい期の農業用水路などへの通水の実施
　非かんがい期（１０月～３月）は農業用水の通水量が少なくなるため、河川や農業用水路の水環境は悪化します。このため、河川管理
者との調整により通水量を確保し、非かんがい期の水環境の改善に取り組んでいます。

◆豊かな水と緑を育む河川環境の整備
　自然や生物、景観に配慮した河川整備として、護岸の修繕に合わせて、生物の生息に配慮した水際の整備を行い、地域に親しまれる
水辺空間づくりを推進しています。
　また、河川や調節池において、地域住民等による美化活動等と連携して、水の濁りや悪臭の原因となる土砂やごみ等の撤去を実施し
ています。

◆水辺空間の生き物に関する情報収集・発信
・県内河川の魚類の環境DNA調査
　糞や代謝物等を通じて水生生物から放出されて環境中に漂
う遺伝子（環境DNA）を分析することで、そこに生息する
生物の種類等を調べることができます。
　県内河川の９４地点で魚類の環境DNA調査を行い、県内河
川に生息する魚類の種類やその分布状況をホームページに公
開しています。

２　公共用水域＊・地下水及び土壌の汚染防止
◆水質・土壌などの汚染の監視（常時監視）
　人の健康を保護し、生活環境の保全を図っていくためには、
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図５―５　BOD環境基準達成率の推移

公共用水域
ハイライト表示
河川や湖沼、港湾など公共の用に供される水域とこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路など公共の用に供される水路のこと。
ただし、公共下水道及び流域下水道で終末処理場を設置しているもの、その流域下水道に接続する公共下水道は除く。
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公共用水域や地下水の状況を把握することが重要です。令和６年度は４４河川９４地点、３湖沼３地点及び地下水８６地点で水質の常時監視
を行いました。
　BOD環境基準達成率の向上のため、引き続き、生活排水対策と合わせ、産業系排水の負荷を低減することにより、水質の改善を図
ります。
　また、要監視項目であるPFOS及びPFOA＊については、令和６年度は３５河川５０地点、地下水４４地点で水質の常時監視を行いました。
調査の結果、暫定の指針値＊６を超過していた地点では、周辺住民等に注意喚起を行い、周辺調査を実施しました。

◆工場・事業場に対する規制遵守指導及び土壌・地下水の汚染拡散の防止
①工場・事業場に対する規制遵守指導
　排出水を適正に排出させるため、濃度規制＊を行っています。水質汚濁防止法の特定施設＊を設置している工場・事業場（特定事業場）
と、埼玉県生活環境保全条例の指定排水施設を設置している工場等（指定排水工場等）を対象に排出水に含まれる汚濁物質の排水基準
を守るよう指導しています。
　また、東京湾への流入汚濁負荷量＊を削減するため、総量規制＊を行っています。規制対象事業場に対しては、汚濁負荷量の自主測
定結果の報告を求めるなど、総量規制基準を守るよう指導しています。
②土壌・地下水の汚染拡散の防止
　土壌汚染対策法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき汚染拡大の防止を図りました。
その結果、令和６年度は要措置区域等＊について３１か所指定を行いました。
　また、地下水汚染を未然に防止するため、水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設
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図５―６　土壌汚染の状況

表５―１　特定事業場等の届出数及び立入検査状況

届出数 規制
対象数

立入
検査数

排水
検査数

排水基準
超過数

特定事業場 ８,０２２ ２,９０５ ２,１７０ １,１２９ １５８
指定排水工場等 ２１２ ２１２ １０７ ９１ １８

合計 ８,２３４ ３,１１７ ２,２７７ １,２２０ １７６
※政令市等含む

＊６ 　直ちに環境基準の対象とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきものとされる「要監視項目」について定められている監視強化の目安となる
値。

及び有害物質貯蔵
指定施設を設置し
ている工場等に施
設の構造等基準を
遵守するよう指導
しました。

PFOS及びPFOA
ハイライト表示
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペルフルオロオクタン酸）は、有機フッ素化合物の一種であり、その撥水・撥油性、熱・化学的安定性等から、泡消火薬剤、フッ素ポリマー加工助剤など幅広い用途で使用されてきた。
PFOS・PFOAには、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があり、国内ではそれぞれ平成22年（2010年）・令和3年（2021年）に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入等が原則禁止されている。

濃度規制
ハイライト表示
水質汚濁防止法に定める排水基準（濃度規制）には、有害物質と生活環境項目の2種類があり、有害物質は全ての特定事業場に適用される。生活環境項目は、日平均排水量が50㎥以上の特定事業場を対象としているが、県では上乗せ条例により規制対象を広げるとともに、BOD等の3項目について厳しい基準を定めている。埼玉県生活環境保全条例に定める排水基準はほぼ水質汚濁防止法及び上乗せ条例に準じたものとなっている。

特定施設
ハイライト表示
水質汚濁、騒音等の公害を防止するために各種の規制法は、「特定施設」という概念を設けている。水質汚濁防止法では「有害物質又は生活環境項目として規定されている項目を含む汚水又は廃液を排出する」施設、騒音規制法では、「著しい騒音を発生する」施設、振動規制法では「著しい振動を発生する」施設、ダイオキシン類対策特別措置法では、「ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する。又はダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する」施設をいい、政令でその規模等の範囲が定められている。

汚濁負荷量
ハイライト表示
工場・事業場、各家庭等からの排水に含まれる水質を汚濁する物質量のこと。主として化学的酸素要求量（COD）、窒素（N）、りん（P）の1日当たりの総量で表される。これは都市下水や工場排水などの汚濁源から河川等へ排出される排水量とその汚濁物質の濃度をかけ合わせて算出される。湖や内湾などでは汚濁物質が蓄積しやすいため、流入する河川の汚濁の濃度ばかりでなく、汚濁物質の総量も問題となり、この汚濁負荷量の削減が重要となる。

総量規制（水質）
ハイライト表示
一定の地域内の汚濁物質の排出総量を一定量以下に抑えるため、工場等に対し汚濁物質許容排出量を割り当てて、この量をもって規制する方法をいう。濃度規制と対比される概念。県では令和4年10月に、令和6年度を目標年度とした第9次水質総量削減計画を策定し、東京湾に流入する汚濁物質の量を規制している。平成29年9月から新しい総量規制基準が適用されている。

要措置区域等
ハイライト表示
土壌汚染対策法に基づく要措置区域又は形質変更時要届出区域のこと。調査の結果、土壌中に一定の基準を超える特定有害物質が検出された土地は、健康被害が生ずるおそれがある場合は要措置区域、ない場合は形質変更時要届出区域に指定される。
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◆異常水質事故対策の推進
　有害物質等の公共用水域への流出事故による人の健康及び生活環境に係る被害の発生を防止するため、事業者に対しチラシを配布す
るなどして未然防止対策を促しました。併せて、万が一異常水質事故が発生した場合は関係機関との連携による事故状況の把握や原因
調査、現場対応などを迅速かつ適切に行い、新たな汚染の防止や被害の拡大を防止しました。

３　水循環の健全化と地盤環境の保全
◆観測や規制の的確な運用等による地盤沈下防止対策の推進
　地盤沈下対策は関東平野全体で取り組む必要があるため、国が定める関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱＊に基づき、国及び周辺
都県では対策を行っています。
　本県では地盤沈下を防止するため、埼玉県生活環境保全条例等に基づき地下水の採取規制の遵守徹底を図りました。
　また、地盤変動及び地下水位の変化を把握するため、水準測量及び観測所での地盤変動や地下水位の監視を行っています。

図５―７　地下水採取規制図（令和７年３月３１日現在）
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※　平成23年分については、東北地方太平洋沖地震の影響で、年間2cm以上地盤沈下した面積は、
1,210.5km2あったが、地下水採取の影響を表すため、グラフからは除いている。
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図５―８　地盤沈下面積の推移

関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱
ハイライト表示
平成3年に国が策定したもの。地盤沈下対策を必要としている地域を保全地域（面積1,824.93k㎡）として定め、地下水採取規制や水準測量等を行っている。
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◆健全な水循環構築に向けた取組の実施
　本県は使用する水資源の大部分を上流のダム群に頼っており、普段使用する水の大部分は利根川や荒川などの河川から取水して利用
しています。
　健全な水循環を構築するためには、官民連携して水源地の保全や水利用の合理化等に関する施策を実施するとともに、水利用者や流
域住民等が水の重要な役割、水資源の貴重さについて理解や関心を深めることが重要です。
　令和６年度は、水の日・水の週間関連行事の実施や社会科副読本「みなおそう埼玉の水」の公開など、小学生をはじめとして水や水
源地について広く県民の理解や関心を深めるように努めました。

◆河川表流水による水道用水供給事業及び工業用水道事業の実施
　水道用水供給事業及び工業用水道事業の実施により、地下水から河川表流水への水源転換を図っています。
　令和６年度は、水道用水供給事業では５５団体（５８市町、茨城県五霞町を含む。年度末現在）に６億２,４６５万㎥ /年を、工業用水道事業
では１４８事業所（年度末現在）に３,８２５万㎥ /年を供給しました。

◆雨水利用など水の効率的・合理的利用の促進
　水の有効利用のため、雨水や一度使った水を処理して、トイレの洗浄水や散水などに利用する雨水・再生水利用のPRに努めました。
　令和６年３月末現在の雨水・再生水利用施設数は６７１施設（令和６年度全国水需給動態調査）で、そのうち約９割は雨水を利用して
います。

◆既存住宅への雨水貯留浸透施設の整備及び透水性アスファルト舗装による歩道整備
　流域整備計画に基づく総合的な治水対策の一環として各戸貯留浸透施設の整備を進めることで、河川の洪水を防止し、水循環の健全
化を図っています。
　また、雨天時に歩行者が快適に歩行できるよう透水性アスファルトの舗装を推進し、地下水の涵

かん

養
よう

を図っています。



SDGs
ハイライト表示
Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。平成13年（2001年）に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、平成27年（2015年）9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、令和12年（2030年）までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っている。



埼玉県SDGsパートナー登録制度
ハイライト表示
SDGsの取組を自ら実施、公表する県内企業・団体等を県が登録する制度。

埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム
ハイライト表示
「ワンチームで埼玉版SDGsを推進する」という目的に賛同した企業・団体等で構成され、官民連携でメールマガジンなどによる情報共有や、シンポジウム開催等による普及・啓発を行う場。

埼玉県環境SDGs取組宣言企業制度
ハイライト表示
環境分野のSDGsの達成に向けた取組を宣言し、一定の要件を満たす企業等の取組を県ホームページ等で発信する制度。

エコアップ認証制度
ハイライト表示
環境マネジメントに取り組み、かつCO2削減等に優れた取組をしている事業所を「エコアップ認証事業所」として県が認証する制度（平成19年（2007年）開始）。認証を通して、事業者に公的な信用を付与することで、事業者の更なるCO2削減の取組を支援し、事業部門におけるCO2削減を促進することを目的としている。

地産地消
ハイライト表示
もともとは地域で生産された農産物を地域で消費することをいう。
エネルギーについても、地域で必要とするエネルギーを太陽光や太陽熱などの再生可能エネルギーの活用などによって地域で生み出し利用することをいう。

有機農業
ハイライト表示
化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業のこと。

グリーン購入
ハイライト表示
購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境のことを考え、環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入すること。

温室効果ガス
ハイライト表示
太陽放射により暖められた地表面の熱が宇宙に逃げるとき、その一部を吸収して温室のように地球を暖める性質を持つ気体。地球温暖化対策の推進に関する法律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の7種類が温室効果ガスとして定義されている。大気中の濃度が増加することで地球の平均気温の上昇（地球温暖化）をもたらす。



生物多様性
ハイライト表示
生き物たちの豊かな個性とつながりのこと。生物多様性条約では、生物多様性を「全ての生き物の間に違いがあること」と定義し、生態系の多様性、種間（種）の多様性、種内（遺伝子）の多様性という3つのレベルでの多様性があるとしている。

廃棄物
ハイライト表示
その物を占有している者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要となった物をいい、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油などの固形状又は液状のものをいう。廃棄物は、主として家庭から発生する生ごみなどの一般廃棄物と、主として工場から発生する汚泥や、建物解体現場から発生する木くず、がれき類などの産業廃棄物の二つに大別される。

レッドデータブック
ハイライト表示
絶滅のおそれのある野生生物の種をリストアップし、その生息・生育状況を解説したもの。埼玉県では動物編を平成8年（1996年）に、植物編を平成10年（1998年）に発行し、以降交互に改訂している。

外来生物
ハイライト表示
外来生物法で、「海外から日本に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物」と定義されている。
国外から日本に導入されるもののみを対象としており、いわゆる国内由来の外来種は含まない。
また、外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものを特定外来生物という。





マイクロプラスチック
ハイライト表示
一般に5mm以下の微細なプラスチック類をいう。5mm以下のサイズで製造された一次マイクロプラスチックと、大きなプラスチックが環境中で破砕・細分化されて5mm以下になった二次マイクロプラスチックに分類される。生物が誤食しやすく、生態系への影響が懸念されている。

微小粒子状物質（PM2.5）
ハイライト表示
大気中に浮遊する物質のうち、粒径2.5μm（マイクロメートル：μm＝100万分の1m）以下の小さな物質。肺の奥深くまで入りやすく健康への影響も大きいと考えられている。



環境アドバイザー
ハイライト表示
地域における自主的な環境保全活動を支援するため、環境に関する豊富な知識や経験を有する人を「環境アドバイザー」として登録し、広く県民に紹介する制度。令和2年度から、「環境教育アシスタント制度」及び「川の国アドバイザー制度」を統合した。

環境学習応援隊
ハイライト表示
企業等から学校等に人材を派遣したり、学習プログラムを提供したりすることで、学校等における環境学習を支援する制度。事業の趣旨に賛同する企業等を環境学習応援隊として登録している。









カーボンニュートラルSAITAMAネットワーク
ハイライト表示
地球温暖化対策に取り組む県内の市町村の支援を充実するため、行政、大学、企業、専門家等で構成するネットワーク組織のこと。
令和5年5月設置。県が市町村の抱える課題と、ネットワークに参加している大学・企業等が持つ解決ノウハウや専門知識・技術とのマッチングを行い、市町村の地球温暖化対策を支援。



再生可能エネルギー
ハイライト表示
太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマスなど、永続的に利用することができるエネルギーの総称。

廃棄物
ハイライト表示
その物を占有している者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要となった物をいい、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油などの固形状又は液状のものをいう。廃棄物は、主として家庭から発生する生ごみなどの一般廃棄物と、主として工場から発生する汚泥や、建物解体現場から発生する木くず、がれき類などの産業廃棄物の二つに大別される。

グリーン・ツーリズム
ハイライト表示
緑豊かな農山漁村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。

環境影響評価（環境アセスメント）
ハイライト表示
開発事業等による公害の発生や自然環境の破壊について事業者が自ら配慮するため、当該開発事業等による環境への影響の有無等を事業の実施に先立って調査・予測・評価すること。また、事業の計画立案段階で実施される環境アセスメントを戦略的環境アセスメントという。





彩の国ロードサポート制度
ハイライト表示
美しい道路環境づくりのため、住民団体・学校・企業などがボランティアで道路の清掃美化活動に取り組む制度。ボランティアで歩道の清掃活動や、植樹帯の花植えなどの美化活動を行う団体に対し、道路管理者の県が、用具や花苗の提供、表示板の設置などの支援を行う。



地球温暖化防止活動推進員
ハイライト表示
地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化対策推進法第37条に基づき知事の委嘱を受け、地域における地球温暖化対策の普及啓発を行い、県民、事業者、行政とともに取組を推進する者。

生物多様性
ハイライト表示
生き物たちの豊かな個性とつながりのこと。生物多様性条約では、生物多様性を「全ての生き物の間に違いがあること」と定義し、生態系の多様性、種間（種）の多様性、種内（遺伝子）の多様性という3つのレベルでの多様性があるとしている。

希少野生動植物種
ハイライト表示
野生動植物のうち、その種の存続に支障を来す程度に個体数が著しく少ないか、又は、著しく減少しつつあるもの。

外来生物
ハイライト表示
外来生物法で、「海外から日本に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物」と定義されている。
国外から日本に導入されるもののみを対象としており、いわゆる国内由来の外来種は含まない。
また、外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものを特定外来生物という。

SAITAMAリバーサポーターズプロジェクト
ハイライト表示
埼玉の豊かな川を育む自発的な活動が持続的に行われるよう、県民・団体・企業の取組を県が支援していくプロジェクト。川の国応援団に加えて、個人と企業の参画を得て連携を強化し、川との共生や川の魅力創出に向けた活動を活性化することでSDGsの実現を目指す。



彩の国環境大学
ハイライト表示
地域で環境保全活動や環境学習活動を行うリーダーを育成することを目的とした環境学習講座。基礎課程と実践課程がある。

こどもエコクラブ
ハイライト表示
幼児から高校生までなら誰でも参加できる環境活動のクラブ。子どもたちの環境保全活動や環境学習を支援することで、身近な自然を大切に思う心や、環境問題解決のために自ら考えて行動する力を育成し、地域の環境保全活動の環を広げることを目的とする。



レファレンス
ハイライト表示
利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情報・資料などを求めた際に、情報そのものや必要とされる資料を検索・提供・回答する業務。







脱炭素社会
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による吸収量との均衡（実質的な排出量ゼロ）が達成された社会。

エコライフDAY＆WEEK
ハイライト表示
自らの行動でCO2排出量の削減効果が理解できる簡単なチェックシートを利用して、参加者にCO2削減・省エネなど地球温暖化防止と環境に配慮した生活を経験してもらう取組。

循環型ライフスタイル
ハイライト表示
県民が、ものを大切にし、ごみになるものはもらわない、環境に配慮した買い物をするなど環境にやさしい生活スタイルをいう。外出時に水筒などを携帯したり、マイバッグを利用することなど。

3R
ハイライト表示
循環型社会構築に向けた基本的な考え方。廃棄物の発生抑制（リデュース：Reduce）、再使用（リユース：Reuse）、再生利用（リサイクル：Recycle）の3つの頭文字をとったもの。なお、この3Rに再生可能資源への代替（リニューアブル：Renewable）を加えたものを「3R＋Renewable」という。

循環型社会
ハイライト表示
製品などが廃棄物になることを抑制し、それらが収集・廃棄されたときに有用なものを循環的に利用し、循環的利用ができないものは適正に処分して天然資源の消費を抑制し、環境負荷を低減する社会をいう。

木育
ハイライト表示
子供から大人までを対象に、木材や木製品とのふれあいを通じて木材への親しみや木の文化への理解を深め、木材の良さや利用の意義を学んでもらう教育活動。
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